
第５回 大 山 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日）

平成24年６月18日（月曜日）

議事日程

平成24年６月18日 午前９時30分開議

日程第１ 発言訂正の申出について

日程第２ 一般質問

通 告 議 席
氏 名 質 問 事 項

順 番 号

１．“ホウレンソウ”は組織の血液
１ 17 西山 富三郎

２．モチベーションを高める自治体研修について

２ ４ 杉谷 洋一 １．魅力ある若者定住は

３ ７ 近藤 大介 １．商業振興施策について

４ ９ 吉原 美智恵 １．大山町における食生活改善の方向性は

５ 11 諸遊 壌司 １．大山恵みの里公社は何処へ

１．家庭内電気設備の注意喚起と点検で安全な町を
６ ５ 野口 昌作

２．まちづくり委員に対する方針転換の理由は

１．防災対策について
７ 10 岩井 美保子

２．医療対策について

１．大盛況な脳ドック、受け付けは
８ ２ 米本 隆記

２．大山ブランド開発、公社の販売は？

１．同和対策事業の見直しを
９ ３ 大森 正治

２．災害や事故を教訓に防災⋞事故対策を

１．エネルギー政策の方針
10 １ 竹口 大紀

２．企業誘致の手法

本日の会議に付した事件

日程第１ 発言訂正の申出について

日程第２ 一般質問

－１７－



通 告 議 席
氏 名 質 問 事 項

順 番 号

１．“ホウレンソウ”は組織の血液
１ 17 西山 富三郎

２．モチベーションを高める自治体研修について

２ ４ 杉谷 洋一 １．魅力ある若者定住は

３ ７ 近藤 大介 １．商業振興施策について

４ ９ 吉原 美智恵 １．大山町における食生活改善の方向性は

５ 11 諸遊 壌司 １．大山恵みの里公社は何処へ

１．家庭内電気設備の注意喚起と点検で安全な町を
６ ５ 野口 昌作

２．まちづくり委員に対する方針転換の理由は

出席議員（18名）

１番 竹 口 大 紀 ２番 米 本 隆 記

３番 大 森 正 治 ４番 杉 谷 洋 一

５番 野 口 昌 作 ６番 池 田 満 正

７番 近 藤 大 介 ８番 西 尾 寿 博

９番 吉 原 美智恵 10番 岩 井 美保子

11番 諸 遊 壌 司 12番 足 立 敏 雄

13番 小 原 力 三 14番 岡 田 聰

15番 椎 木 学 16番 鹿 島 功

17番 西 山 富三郎 18番 野 口 俊 明

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 諸 遊 雅 照 書記 中 井 晶 義

説明のため出席した者の職氏名

町長 森 田 増 範 教育長 山 根 浩

－１８－



副町長 小 西 正 記

教育次長兼学校教育課長 齋 藤 匠

総務課長兼住民生活課長 酒 嶋 宏

社会教育課長 手 島 千津夫 中山支所総合窓口課長 杉 本 美 鈴

幼児教育課長 林 原 幸 雄 大山支所総合窓口課長 門 脇 英 之

企画情報課長 野 間 一 成 税務課長 小 谷 正 寿

建設課長 池 本 義 親

農林水産課長兼農業委員会事務局長 山 下 一 郎

水道課長 野 坂 友 晴 福祉介護課長 戸 野 隆 弘

観光商工課長 福 留 弘 明 保健課長 後 藤 英 紀

観光商工課参事 齋 藤 淳 人権推進課長 澤 田 勝

企画情報課参事兼未来づくり戦略室長 赤 井 久 宣

地積調査課長 種 田 順 治 教育委員長 伊 澤 百 子

午前９時３０分開議

○議長（野口 俊明君） おはようございます。

本日は一般質問ですので、質問される議員の皆様はよくわかるように簡潔明瞭に質問

をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それから、本日は４時を回ってからの一般質問の方はありません。４時以前に一般質

問に入られた方の質問を終了次第に終わりたいと思っておりますので、よろしく御協力

をお願いします。

ただいまの出席議員は１８人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は一般質問を行います。

一般質問は、通告された議員が１０人ありましたので、本日とあす６月１９日の２日

間行います。

⋞ ⋞

日程第１ 発言訂正の申出について

○議長（野口 俊明君） 日程第１、発言訂正の申出についてを議題とします。

この件は、６月８日、本定例会初日に町長が政務の報告を行いましたが、その報告内

容の一部に誤りがあったとして、大山町議会会議規則第６４条の規定により、議長に対

し発言訂正の申し入れがありましたので、許可を求めるものであります。

なお、訂正部分については、お手元に配付の発言訂正申し入れ書のとおりであります。

お諮りします。ただいま議題となっております町長からの発言訂正の申し出について、

これを許可することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口 俊明君） 異議なしと認めます。したがって、町長からの発言訂正の申し

出を許可することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第２ 一般質問

○議長（野口 俊明君） 日程第２、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

１７番、西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 皆さん、おはようございます。

これで３回続けてトップバッターです。なるべくわかりやすくしようと思いますが、

西山節がちょいちょい出ますので、お手やわらかにお願いいたします。

初めの質問は、ホウレンソウは組織の宝という題目であります。

質問内容を朗読いたします。

仕事を進める上でコミュニケーションは必要不可欠なものであるが、そのコミュニケ

ーションの中でも特に重要なものが報告、連絡、相談であります。その報告、連絡、相

談の３つの頭をとり、それを統合したものを一般にホウレンソウと称しています。ホウ

レンソウは、人間の体でいえば血液と言えます。人間の体には動脈があり、その動脈に

血液が円滑に流れていないとコレステロールがたまってしまい、次第に体が弾力性を失

い、最後には動脈が硬化して体がだめになってしまうと言われております。それと同じ

ように、組織の血液とも言うべきホウレンソウが適宜適切に行われないと仕事をスムー

ズに進めることが困難となります。ホウレンソウは上司と部下、関連部門間だけに必要

なものではなく、取引先、地域住民との関係においても重要であり、ホウレンソウがあ

れば要らざるトラブルも未然に防げます。

次の項目は徹底していますか。１つ、報告⋞相談相手の都合を確認する。２つ、結論

は先に、言いわけや経緯説明は後にする。３つ、まずいことこそ早目に報告する。４、

長引くような場合は中間報告を怠らない。５、重要な事柄は確認を怠らない。６つ、き

め細かいホウレンソウを心がける。７番、自分一人で悩まず周囲に相談する。

第１問は以上でございます。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） おはようございます。

それでは、西山議員の質問、まずホウレンソウの周知徹底しているかということにつ

きましてお答えをさせていただきたいと思います。

議員おっしゃいますように、ホウレンソウは報告、連絡、相談のことでございます。

さて、御質問のホウレンソウの７項目についてでありますが、業務を進めていく上で

常に意識しておかなければならない事項だと思っておりますし、また非常に大切な７つ

の項目であると思っております。ただ、それが全部の職員に周知徹底されているかと言
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われますと、数々のこれまでの不祥事、事案を顧みます中で、なかなか細部まで行き届

いていなかった、そういった部分もあると認識をいたしております。業務が複雑化し、

庁内でもメールでのやりとりが中心となっていき、また面と向かっての職員同士のコミ

ュニケーション、これが不足をしていたということは否めないものと思っております。

そういったことを踏まえ、今後課内でのコミュニケーションを十分にとり、よりよい

人間関係を構築することによってこのホウレンソウの一層の周知を図り、７項目の確認

を踏まえ取り組みを進めていく中で、地域住民の方々へのサービスの向上、福祉の向上

に努めてまいりたいと考えております。以上であります。

○議長（野口 俊明君） 続いて、教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） おはようございます。

ただいまの西山議員さんのホウレンソウは組織の血液であるという御質問にお答えを

いたします。

教育委員会部局におきましても、報告、連絡、相談ということは大変重要なことだと

いうふうに考えております。日ごろから機会をとらえまして職員に伝えておりますが、

ただ、御指摘いただきましたような７項目すべてについて一人一人の職員に徹底してい

るということはなかなか言い切れないかと思います。町長の答弁の中にもありましたよ

うに、お互いに顔の見えるフェース⋞ツー⋞フェースのコミュニケーションというもの

は、教育に携わる公務員として特に大切にしたいものというふうに考えております。学

校の現場におきましても、常にこのホウレンソウのことについては申し上げているとこ

ろです。

これからもこれらの徹底を図るとともに、教育委員会事務局の壁面にも掲げています

きれい、親切、笑顔というものを大切にしながら、教育委員会の組織の向上とよりよい

住民サービスに今後も努めてまいりたいと思っております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） ある市のですね市長さんは、ホウレンソウは２束あると

言っております。一つは、部下にとってのホウレンソウです。これとは別に、上司にと

ってのホウレンソウもあるそうです。それは、方向性をきちんと示し部下を掌握し、連

携、ネットワークをとり、総括としてまとめるという文字が違います。ホウレンソウの

ホウは方向性です。連絡、レンはそれでいいです。ソウは総括の総です。このような２

束のホウレンソウが機能して初めて、本当の組織が強化されると言っております。執行

部、管理職関係、部下の関係のホウレンソウは充実していますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西山議員より、２つのホウレンソウがあるというお話でありま

した。部下にとってのホウレンソウ、そして上司にとってのホウレンソウということで

あります。

私の立場の中から申します中では、特に長の姿勢については施政方針あるいは管理職
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会を通じての伝えということが大きな柱になっていこうと思っております。そういった

中で、管理職の方に思いを、あるいは方針を浸透させていくということであると考えて

おりますし、その取り組みを進めているという現状にあります。

また、管理職あるいは部下からの報告ということも、そういった思いを持つ中で、先

ほど述べましたように部下としてのホウレンソウを徹底をしていくということの不十分

さ、まだまだあると認識をしておるところでありますので、そういったことについても、

御指摘をいただく中でこの７項目を含めて周知徹底してまいりたいと考えております。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長には答弁は要らないわけですか。

○議員（17番 西山富三郎君） できたらお願いします。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの西山議員さんの御質問につきまして、上司と

部下の関係ということですので、その件については教育長の方よりお答えをいたします。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 部下にとってのホウレンソウと上司にとってのホウレンソウ、

新しい視点だろうと思いますし、特に大事な上司にとってのホウレンソウというのは方

向性と連絡と総括だとおっしゃいましたけれども、まさにそのことは大事な視点だろう

と思っておりますし、報告を受けた後でどういう態度をとっていくかということがとて

も大事なことだと思っております。いい御指摘いただきましたし、今後ともその方向で

頑張っていきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） やっぱり町づくり、行政ですから、基本理念というもの

がなくてはならないと思います。

私は、基本理念は理念なくして意識改革なしと考えております。そして、行政も経営

者だと。それから、ゼロベースの発想でチャレンジするということが大事だと思います

が、ここで具体的にお尋ねします。

やはり行政、行動し、行動ですね、行動はスピードがなくてはなりません。安全性が

なくてはなりません。それから、行政のプロを示す人材養成ではなくてはなりません。

スピード感はありますか、安全感はありますか、スペシャリティーですか。こういうこ

とを実行しておれば、各支所で不祥事が起こったりして町長や副町長が俸給を減俸しな

くても済むと思いますよ。スピード、セーフティー、スペシャリティーをどう考えてい

ますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 再びの質問の中で、この取り組みを進めていく中でのスピード、

あるいは安全性、人材育成という話をいただきました。

施策を進めていく中で、さまざまな事業等々があるわけでございますけども、その中

でのスピード感を持って対応していくこと、あるいは十分熟慮していくということもあ
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ろうと思っておりますけども、いずれにしても早い判断の中で対応していくということ

は欠かせないものと思っております。そういった取り組みも、私を含めて管理職職員心

がけているというぐあいに考えております。また、その取り組みもしているというぐあ

いに承知しております。

安全性という面については、ちょっと十分理解できないところがありますけれども、

人材育成ということについても、やはり先ほど述べられました基本理念、大山の恵みを

生かしていくこの町づくりという大きな、それぞれの部署が持っている業務も含めて、

この理念のもとにさまざまな取り組みをしておるところであります。にぎわいのある元

気な町をつくっていくということもそうでございますし、安心して暮らせる町をつくっ

ていく、そういったところに取り組んでいく方向性があると思っております。そういっ

た方向性に向けて、各職員そして私たち、目的を持って、目標を持って研さんをして取

り組んでいくということでありますし、そのことを踏まえて日々努力している現実であ

ります。以上です。

○議長（野口 俊明君） 教育委員会はいいですか。

○議員（17番 西山富三郎君） はい。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 行動指針は３Ｓ、今のスピード、セーフティー、スペシ

ャリティー、これを十分注意してください。

それから、業務の展開です、業務の内容です。これは先進地では３Ｃと言ってるよう

ですよ。顧客満足度の追求、役場の業務に対して町民は満足しているんだろうかという

追求が必要です。それから町づくりですから、やっぱり参画と協働の推進、挑戦する、

こういうことがなければならんと思います。顧客満足志向の追求からいいますと、町民

の方は非常に不平不満です。

先日、あるところの老人の女性の方とお話ししましたが、敬老会に招待を受けたので

喜んで行こうとその集落の人が三、四人お話ししておったそうです。それでバスの来る

ところで乗る予定だったけれども、ちょうどその村に不幸がありまして葬儀と重なった

そうです。それでバスには乗れませんからという連絡を役場の方にしてますのに、連絡

がなかったんでしょうね、所定の場所で１５分も待ったんだそうです。これはやっぱり

ホウレンソウがない現実だと思いますよ。馬耳東風、右から左へ抜けてるんです。この

ようなことがあっておりますが、そのようなことはないようにしなくてはいけません。

そのようなことはあなたのときでなくして前の町長のときだったというお話も聞いてお

りますが、そのようなことがあるのです。どのようなことできめ細かく町長は察知され

ますか。

○議長（野口 俊明君） この質問は町長だけの答弁でいいですね。

○議員（17番 西山富三郎君） はい、町長でよろしいです。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 西山議員より具体的な敬老会の事例を挙げてお話がございまし

たけれども、いろいろな現場の中での住民の皆さんの方からのトラブルの案件なんかの

事例があったりしたときに、私の方に届く場合、あるいは担当課レベルで対応する場合、

いろいろあろうと思っておりますけども、いずれにしてもそれぞれの現場でのやりとり

があった中で、常に職員には当初からでございますけれども懇切丁寧な対応ということ

を大きな一つの姿勢として伝えておりますし、示しております。現場の中で住民の皆さ

んとどのような事案があって、十分な対応ができなかったかということがあろうと思い

ますけども、そういったことについては皆さんの納得が十分いただけれない場合もあろ

うと思いますけども、丁寧に対応していくということであろうと思っておりますし、そ

ういったことが私の方に届くということであれば、指示をしてまいりたいと思っており

ます。以上です。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） それでは、ホウレンソウの提出を要する事項があると思

います。こういうことやこういうことやこういうことは各課職員が課長なり総務課長な

り副町長なり町長に、あるいは教育長に報告せという項目があると思いますが、その項

目を直ちにするものとか少し時間を置いてもいいというものがあると思いますが、例示

が列挙できますか、こういう項目とこういう項目とこういう項目はきちっと例示を示し

て相談しなさいという指示はできておるんですか。

○議長（野口 俊明君） 西山議員に伺います。この質問も町長のみでいいですか。

○議員（17番 西山富三郎君） 両方。

○議長（野口 俊明君） それでは両方の方、よろしくお願いします。

森田町長。

○町長（森田 増範君） 詳細について、担当課の方から述べさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長兼住民生活課長（酒嶋 宏君） ただいま報告事項の例示ということですが、

特にその例示というものは定めておりません。それは個々職員が判断して、報告をしな

ければならないものは報告をするということで、住民の皆さんからの苦情等につきまし

ては聞き取り票というものをつくって上げておりますし、個々事業につきましてはその

必要に応じて報告を回しておりますので、その例示というような形では示しておりませ

ん。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） では、ただいまの御質問につきましては、次長の方より

お答えをさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） 失礼します。ただいまの御質問にお答えし

ます。
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教育委員会関係でもきちんとした規定は設けておりませんけれども、まず学校関係に

おきましては児童生徒の事故等、そういった安全にかかわること、生徒指導上で緊急の

ものなどは文書による報告を待たずして、まずは一報を入れていただくというようなこ

とは常々指示をしているところです。

校長の判断で処理できること、それから教育委員会に報告すべきことというところに

つきましては校長が判断して報告いただいておりますし、それからまた私が報告受けた

中からまた教育長に報告すべきこと、それから時間を置いてきちんと文書で報告すべき

ことといったことはそれぞれのところで判断しているというような状況です。以上です。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 時間がありませんので町長にだけお尋ねしておきますが、

私はやっぱり一般質問するには勉強して質問せないかんのですよ。私は「ガバナンス」

を読んでおりましたら、兵庫県小野市、非常にこのホウレンソウが進んでいるそうです

ので、事務局にお願いをしまして資料を取り寄せてもらってきました。このようなもの

があります。時間がないので言いますけども、例示事項ぐらいはちゃんと定めてくださ

い。これは当然だと思いますよ。お願いします。

というのは、皆さん方公務員になられたわけですね、公務員というのはですね、利益

を追求するのではなく、理想を追求する仕事に携わっておると思うわけですね。過去の

慣習や組織内部の理屈ではなく、社会の未来を見据えた長期的な視点に立って、社会に

立って本当の成果、大切なものと取り組んでいくわけです。項目があった方がいいのじ

ゃないですか。そういう項目がないから事務のミスをして、こういうことがあったんじ

ゃないですか。町長や議会に相談せずに使ったお金は自分たちで払ってしまって、うや

むやにしようということがあったんじゃないですか。これから先、こういうことを教育

委員会も町長も列挙するような項目に取り組むということのお考えはあるんですかない

ですか。

○議長（野口 俊明君） この質問は、委員会と執行部と両方ですね。

○議員（17番 西山富三郎君） 両方。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西山議員より、不祥事も含めての今後の考え方、とらえ方とい

うお話かなと思って伺わせていただきました。

お話ございましたように、町の行政の取り組みとしての中で、やはり未来への町づく

り、これが大きな柱でありますし、あるいは抱えておりますいろいろな諸問題に対して

対応していく、課題を解決していくということであろうと思っております。

先ほど、不祥事の案件に触れられての今後の取り組みということの御質問をいただき

ました。

今現在も取り組みを進めておりますけれども、このホウレンソウということも大きな

柱にありますし、先ほど示していただけた他市の資料等もまた参考にさせていただいて
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今後に生かさせていただきたいと思いますけれども、このたびの不祥事を含めて、大き

な３つのポイントがあると思っております。それは、これまで合併以来ずっとやってき

ました支払い事務の関係、これが普通当たり前かなというぐあいに思い、あるいは承知

をしながら認識をしてきた経過の中で出てきた案件もあります。いま一度しっかりと各

課でその事務の見直しをしていくということを指示し、取り組んでいるところでありま

す。

それから、もう１点は、やはり管理体制の強化であろうと思っております。先ほど来

から上司の問題、部下の問題の話をいただきました。やはりしっかりと管理をしていく

というその体制づくり、服務管理も含めてですけれども、それを努めていくということ

であろうと思っております。後からもう１点出てくる質問になると思いますけれども、

やはり職員の意識、モチベーション、ここを高めていくということであろうと思ってお

ります。そういった取り組みを今、取り組みをし、あるいは検討している現状にあると

いうことを述べさせていただいて、お答えにかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの西山議員さんの関連質問につきましても、齋

藤教育次長よりお答えいたします。

○議長（野口 俊明君） 齋藤教育次長。

○教育次長兼学校教育課長（齋藤 匠君） では、お答えします。

先ほどちょっと言葉が足りない部分もありましたが、学校から教育委員会への報告事

項というのは学校管理規則の中にも定めておりますが、それ以外で随時報告いただくよ

うなことについて明確に定めていないというようなことでございました。

学校に関しては、個人情報等にかかわることもございますので慎重に扱わねばいけま

せんが、先ほど御指摘いただいたようにやはり丁寧な報告、相談、連絡、こういったこ

とを今後もしっかりと意識しながら、学校では校長を中心に組織をきちんとまとめ、そ

れから教育委員会部局の方でもきちんとそういったことを徹底して取り組んでいきたい

というふうに考えております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 私が今取り上げておりますのは、ホウレンソウというの

はやっぱり行政組織内の連携のことだと思いますね。ホウレンソウというのは、組織内

の連携だと思います。

それで、行政組織には３つの壁があると言われておりますよ。それは組織横断的な連

携不足、結局縦割りの壁ですね。あの課のことは知らん、うちの課のことだけという、

そのやっぱりですねだから執行部の幹部クラスのホウレンソウが必要だと思います。

それから、町長あるいは教育長、トップから職員までの意思疎通という階層の壁を打

ち破らないかんと思います。職員はたくさんおりますけども、町長はやっぱりもう３年

過ぎました。職員一人一人と町づくりについて語ったことはあるんですか。教育長は教
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育委員会の中で部下と将来はどうあるべきか、未来はどうあるべきか、挑戦しなければ

大山町の未来はない、このような考えで部下とどのようなお話し合いを進めております

か。

それから、これはやっぱり役所の壁というのがありますね。役場と町民との社会の壁

があるんです。これをやっぱりなくさんとですね、コラボレーション、連携の町づくり、

希望ときずながつなぐ大山町はできないと思いますよ。

○議長（野口 俊明君） 今のは要望ですか。

○議員（17番 西山富三郎君） いや、要望じゃない、答弁。

○議長（野口 俊明君） 答弁をお願いします。

森田町長。

○町長（森田 増範君） ３つのお話をいただきました。

縦割り、組織の横断的な、縦割りではないかということでありました。まさに行政の

業務という質的なところからもありますように、どうしても縦割りの仕事になりがちで

あるというぐあいには思っております。ただ、私もいろいろなテーマを持ち、課題を抱

えていく中で、いろいろな各課との連携をとりながらの会合を持ち、協議をし、進めて

いる状況もありますし、また後から担当課の方からも少し触れさせていただく場面もあ

ろうと思いますけれども、テーマを持って管理職のチームを組んで、プロジェクトのチ

ームをつくりながらそれぞれの管理職の中でいろいろと協議検討して、それを私の方に

提案をしていく、上げてくるという仕組みもありますし、取り組んできた経過もありま

す。

私の方から、全職員への働きかけ等々については、なかなか十分できていないという

ところはあります。ただ、いろいろな不祥事案件等々の中で、やはり徹底をしていくと

いうことの中での指示等々はあります。町づくりを進めていく中で、全部の職員と話を

進めてということになかなかなりませんけれども、御指摘の点、今後に生かさせていた

だきたいなと思っております。

それから、住民の皆さんと職員との壁の問題であります。

御指摘の場面もあろうかと思っております。特に合併をしてから、どうしても行政と

住民の皆さんとの距離が広く遠くなってきているのでないかというような思いの中で、

特に住民の皆さんとの距離を近く、そういう視点の中で、一つは集落に軸足を置いた町

づくりということの中での取り組みをさせていただいております。各集落に職員、ある

いは私ども出かけさせていただく中でのいろいろな取り組みを地元から提案をしていた

だく、まさに協働した取り組みが、町づくりが進めていければなという思いの中で、そ

の取り組みを進めているところであります。町づくり委員さんを中心とした地区会議も

その一つであると思っております。

以上、３点につきましてお答えをさせていただきます。

教育委員会の方から、よろしくお願いします。
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○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの西山議員さんの、ホウレンソウを徹底してい

くために３つの壁がある。それをどのように対応して、どのように打ち破っていくかと

いう件につきましては、教育委員会事務局の中ですので教育長よりお答えいたします。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） お答えします。

組織横断的にどうやっていくか。例えば教育委員会の場合ですと、幼児教育課、社会

教育課、学校教育課、それぞれの課題を持っております。今お話にありましたように、

やはり幼児教育はすべての教育の基本でございますし、特に組織横断的に考えるという

ときの一つの視点としては、私は今すぐやらないけないこと、あるいはこのことはかな

り長期的に考えないけないこと、あるいは１年以内ぐらいには結論を出さなければいけ

ないこと、この時期の感覚というのもまた大事ではないかなという気がしております。

学校は、やっぱりしっかりとした学力きちんとどの子にもつけていく。そして、学校が

楽しいということを願っていく。そして、自立した子供になってもらいたいという２つ

の願いのもとで、息の長い毎日の取り組みです。それをやっていく必要があると思いま

すし、社会教育ですと学校教育以外全部ですので、町長申しましたように町づくり、大

山町に住んでよかったなという住民の皆さんの声がたくさん聞けるように、そのために

はいろんな形での住民の皆さんの参画をしていただくということがどうしても大事にな

ってくるだろうと。公民館が現場で、あるいは図書館が現場で頑張っておる。そういう

面での意思疎通というのは常に意識して、考えてやっているつもりでございます。以上

です。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 次の質問に入ります。

２点目です。モチベーションを高める自治体研修について。今日、行財政改革の進展

により、自治体職員の定員が減少しつつあります。一方で、地方分権に伴う権限移譲の

拡大や住民からの新たな行政サービスの要望により、行政需要が増大しつつあります。

職員が減って仕事がふえるため、自治体職員にとっては受難な時代かもしれません。

職員を人材として輝かせる手段が研修であります。１つ、モチベーションとは何か。

２つ、モチベーションを高めていく手段は。３、人材には４類型あると言われておりま

す。認識を問います。人と罪の人罪、人といるの人在、普通の人材、そして宝であるス

ペシャリストである人財。

４点目、研修課の役割、体制はどうなっていますか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） ２つ目の質問でありますモチベーションを高める自治体研修に

ついてということにつきまして、お答えをさせていただきたいと思います。４点いただ

いたところであります。
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まず、１点目のモチベーションとは何かということの御質問でありますが、行動につ

ながる何かをやるための動機を動力に変えていくということだと認識をいたしておりま

す。簡単に申し上げれば、動機づけあるいはやる気ということになろうと思っておりま

す。

自治体に置きかえますれば、職員に住民の福祉向上を実現していくような行動をさせ

ていくという動機づけ、やる気、これを与えることだと思っております。

２点目のモチベーションを高めていく手段はということについてでありますが、まず

モチベーションを高めていくということ、これは重要でございますけれども、それを維

持していくということもまた重要であると思っております。まずは職員のモチベーショ

ンを把握することが必要だと思っております。何が職員のモチベーションの要素になり

得るのか。このことを理解するために、仕事に取り組む上で何に興味を持っているのか、

あるいは不満な点は何なのか、そういったことを把握をしながら動機づけをし、ミスマ

ッチを解消していくということも必要であろうと思っております。また、そのためには

やはりコミュニケーションをとるということによって、職員がふだんから思っているこ

とや本音、そういったことを引き出すこともできるようになると存じます。

次に、仕事に対する意欲を持てるような職場の基盤づくりが必要であると思っており

ます。日々の仕事や環境になれてしまうと、どうしても職員の意識もマンネリ化してし

まい、仕事に対する意欲が減退をしてしまいます。人は新しいこと、これからチャレン

ジしたいこと、そこにやはりやりがいを感じるものであると思っております。常に意見

を発言できる環境にするということ、そのことによって職場も活性化し、また同時に職

員の勤労意欲を保つということにもつながると思っております。

最後に、町づくりへの意識、意欲そして夢であります。生まれてから亡くなるまで、

そういった多様な業務を役場は仕事として持っております。そうした行政業務の中で、

この地に生活をする者として、我が町をこんなふうによくしたい、そういう思いや目標

を持ってできるところから業務に当たる。業務内容は異なっていても、町づくりへの同

じ思い、これを持って全職員が取り組んでいくということが重要であると思っておりま

す。

３点目の人材には４類型あると言われる、認識と対応はということについてでありま

す。

これは仕事に関する姿勢としてその人の価値を表現したものでありまして、いろいろ

な解釈はあると思いますけれども、述べさせていただきたいと思います。

まず、第１に人罪、人に罪と書く字でありますけれども、この人罪につきましては、

実績もなく、また成長も期待できない人、職場の中では絶対にいてもらっては困るなと

いう職員、仕事がなかなかできない、よく休んでしまうというような、ほかの職員の仕

事のまた邪魔にもなってくるというような職員ということになろうかと思っております。

第２に人在、人に存在の在と書きますところの人在であります。これは、実績はあり
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ますけれどもそれ以上の成長が見込めない人、雑務や単純作業なら何とかこなせる程度

の職員であり、ほかの人でも代替できることから、職場にとって害にはならないけれど

も益にもならないというような、悪く言えばただ存在をしているというような職員の位

置づけかなというぐあいに思っております。

第３の人材、この材は通常言われるところの材であります。これは実績はないけれど

も成長が期待できる人、また辞書的な意味で言えば才能のある人、役に立つ人物という

ことになろうかと思っております。

さらに、第４の人財、これはざいは、財産の財という字になりますが、これにつきま

しては実績もありさらに成長が期待できる人、まさに職場の財産とも言える職員であり、

職場活動に必要とされる高度な専門的な知識を持っている、卓越した技能を有している

職員であろうと思います。また、幅広い人脈があるなど、やめてもらっては困るな、絶

対に必要であるなという職員であると存じます。

簡単に言いますと４つの「じんざい」ということでありますけれども、それぞれ先ほ

ど述べたところでありますが、職場としては第３そして第４のじんざいを必要としてい

るところでありますし、第１の人罪についてはやはりリストラになる対象ではないのか

なと。また、第２の人在については、景気の動向等によってはリストラの対象にもなっ

ていく存在ではないのかなと思っております。

いずれにいたしましても、職場としては第３、第４のじんざいになるように、研修や

いろいろな取り組みを進めていく中で育て、育成をしていく必要があろうと思っており

ます。本人に任せるということではなく、やはり町としても職員の教育、意識改革、そ

ういったことを通じて第３、第４のじんざい、これを育てていくということであります。

それでもだめな場合には、やはり退職勧奨とかそういうものも出てくる場面もあるのか

なと思うところであります。

４点目の研修担当課の役割、体制はということでありますが、本町では総務課が担当

しております。毎年職員向けの研修を幾つか実施しておりますが、研修を受けてもその

後の実行になかなかすべてが結びついていないように感じております。研修を受けた職

員全員、これがすべてがモチベーションを高めるということはなかなか難しいものがあ

ろうと思っておりますけれども、研修を受けさせられているという感覚ではなく、研修

の中から一つでも実行したいなということ、あるいは一つでも身につけていかしたいな

という、あるいは参加をして本当によかったなと思える内容、そういった研修のやり方、

工夫をしていく必要があると思いますし、取り組みを進めてまいりたいと思います。

また、職員の意識改革も含めて、内部研修や庁舎から出て集落等に出向いていく外部

の研修等も考えていかなければならないと考えております。職員一人一人の意識が変わ

るということ、モチベーションを高めるということによって、職場内あるいは町全体へ

も活力のある町へ動きが進んでいくものと考えております。

以上で質問にお答えさせていただきます。
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○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） 答弁はそのとおりですね。

そこで、私はせっかく公務員になった人を腐らせたらいかんよということを言いたい

わけですね。あこがれて大山町の公務員になった。生き生きと輝く職員であってほしい

と思います。

そこで、４つの課題があると言われております。やっぱり役場に入っておれば、そん

なに人材にならなくても何とかなるわいという切迫感のなさ、こんな職員は見られませ

んか。

それから、２点目には異動が頻繁で半ば恣意的になるため、専門性が高まらないとい

うのがありますね。先日、私は議会を代表いたしまして町内の手をつなぐ育成会の場に

出席いたしました。身体に障害を持つお母さんの訴えがありました。担当課に相談をし

たら２人とも異動しておって、話が通じなかったという訴えがありましたよ。確認して

おられますか。異動は大事ですよ。恣意的であってはいけないと思います。

それから、やっぱり皆さん同じような能力でしょうから、自治体の現場に人材開発の

専門家が少ないと言っています。これはやっぱり町長とか副町長とかトップの方の責任

だと思いますよ。

それから、大局観的経営感覚、ゼロベースの感覚を持たなきゃならない。そういう能

力のミスマッチはありませんかということを言っています。

私、先日この原稿を書いておりましたら、ＩＱというのは知能指数のことをいうんだ

そうですね。ＥＱというのがあるそうです。心の知能指数だそうです。そういうものも

大事ですよ。

時間がなくなりましたけれども、とんでもない発言する職員がおりますが、この人材

にならなくても何とかなるさ。異動が頻繁で専門性が育たない。人材の開発の専門家が

いますか。経営感覚、大局的な感覚、能力のミスマッチがないようにするにはどう取り

組まれますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 行政の経営、運営あるいは取り組みをしていく中で、非常に大

切な御指摘をいただいたことかなと思いますし、非常に難しいテーマの御質問もいただ

いたことかなと思っております。

４つのテーマについて、切迫感の問題あるいは専門性の問題、人材開発ということに

ついて、あるいは大局的な経営感覚という話をいただきました。一つ一つ取り組みをし

ていくことが必要であろうというぐあいに思いますけども、この中での専門性の問題も

御指摘をいただきました。

確かに、行政の中では異動ということがあります。特に考えますのは、やはり若い職

員の中では異動というものはある程度進めていく中で、全体的な役場の行政の状況を知

るということ、そして自分が何が本当に得意で、あるいはやりがいがあるということ、
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そういったことに対する、その意味合いでの異動は必要であろうと思っておりますが、

このたび御指摘があった案件、どういった場面での案件かちょっと承知しておりません

けども、専門性のものが欠けたときにはそれが対応できるような仕組み、配置が必要で

あると思っております。御指摘の点については、今後にまた生かさせていただきたいと

思うところであります。

人間開発の専門家ということについては、なかなかこれは難しい問題であると思って

おりますけども、ただ、私がかつて職場におったときの経験の中からしますれば、各課

がそれぞれあるわけでありますけども、課の長、管理職、所属長、その影響力は、新し

い職員にとっての影響力は非常に大きいものがあると思っております。管理職の職にあ

る者は、やはり部下を育てるということ、目配りをするということ、あるいは注視をす

るということ、育てるということを含めて非常に大きな影響があると思いますし、そこ

にこれからの、あるいはこれまでもそうだと思いますけれども、しっかりと意識を持っ

ての若い者を育てるということの示しも伝えたいなと思いますし、私自身もその思いで

取り組みを進めてまいりたいと思います。

大局的な経営感覚、この点については私があずかるテーマだと思います。御指摘の点

を今後も賜りながら、精いっぱい務めていきたいと思います。今後ともこういったテー

マについての御示唆を賜りたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（17番 西山富三郎君） もう時間がありませんので、このようなことを特に留意

しておりますかということをお尋ねします。

向上心があり、人の心が読める、人の心がつかめる人間性豊かな職員、これが基本だ

と思いますよ。向上心があり、人の心がつかめる人間性豊かな職員。それから、やっぱ

り全体の奉仕者だという感覚が必要ですよ。あの人は好かん、この人は好かんというふ

うに思ってる職員はいませんか。全体の奉仕者としての使命と責任を感じ、公平丁寧な

対応ができる職員。

それから、やっぱり郷土愛にあふれ、大山町に生まれてよかった、生きておってよか

った、住みたくなるような町にする公務員、郷土愛を問う、町民の視点で町民とともに

歩む職員、このようなことが大事だと思います。

それから、幅広い知識を持ち、多様な市民ニーズに応じた政策立案ができる職員、こ

のような職員に町長や副町長、管理職の皆さんは指導すべきだと思いますが、心構えを

聞いておきます。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 職員としてのあり方、そういったお話をいただきました。

まさに今おっしゃいましたさまざまな資質といいますか人間性、求められていると思

っております。私を含め、あるいは職員、先ほど議員御示唆ありましたことを踏まえ心

にとめて、今後の行政に生かさせていただきたいと思います。
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また、議員におかれましてもいろいろな場面でお気のつくことごとがあろうと思いま

す。私どもにそういった点についての御示唆、あるいは提言等々賜ればなと思いますし、

一緒になってこの大山町すばらしい町づくりを進めてまいりたいと思います。今後とも

的確な御示唆を賜りますように、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

○議員（17番 西山富三郎君） 時間が参りましたので、終わります。

○議長（野口 俊明君） これで西山富三郎君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１０時４０分といたします。

午前１０時３０分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次の質問者、４番、杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） 私、今回トップバッターをねらっておったですけど、３

回も首位打者というあれでちょっとがっくりしています。次回はぜひトップをしたいな

というふうに思っております。

きょうは、私、若者定住ということで町長に質問したいと思います。

ただ、若者定住だけでは何か若者定住かというやなことになっちゃうと思って、あえ

て魅力のある若者定住ということにしておりますので、町長、どうか魅力のある御答弁

のほどよろしくお願いいたします。

そうしますと、じゃ通告に従いまして朗読させていただきます。

魅力ある若者定住はということで、我が国の社会は高度成長期以来、産業の停滞、人

口の減少、地域活力の減退という構造的なマイナス連鎖による人口減少をずっと加速し

てきており、将来もこの傾向は続くと予測されております。

本町も同様に、人口は現在１万８，０００人、きょうの朝、住民生活課の前の人口動

向、あれを見ましたら６月１日で１万７，８７７人ということで、もうこれ見るたびに

どんどんどんどんこれ減ってきております。赤井室長あたりが何かいろいろつくってお

られて、２０年後には６００人減の１万２，０００人になると推計されています。これ

あたりがまちづくりの中でこういう資料が提出されて、町民の間では、ええ、もう２０

年後にはそんなに少なんなるのって、あえてびっくりしてる人がたくさんおります。

若者の定住が少なく、少子高齢化が進み、人口減による地域活力の減退があらわれて

きております。今後、活力の減退傾向はますます私は進むと考えられます。構造的なマ

イナス連鎖を断ち切るためには、次世代を担う若者の定住化促進し、町の生産年齢人口

を維持、拡大し、地域経済の活性化を構築することが必要であります。

これまでさまざまな取り組みが実施されましたが、人口減少の歯どめに対して十分な

成果が上がっておりません。これは大山町ばかりでなし、日本の中、他市町村もこうい
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うことが言われます。中には一生懸命努力して、この近隣では日吉津あたりは人口が少

し上がっております。今後もこの傾向に拍車がかかると予測されます。

それを断ち切るには、私は若者定住化の抜本的な取り組みが急務であり、次世代を担

う若者の視点に立ち、若者が求める定住化の魅力あるまちづくりとは何かを再度原点に

返り徹底的に追求、検討し、町が活力に満ちあふれ、若者が住みやすく、住んでみたく

なる環境づくり対策実施が不可欠であると考えます。

さらに、若者にとって魅力的な町として愛着を持ち、住み続けたいと思う定着化促進

対策を若者参加型で策定、展開し、生産年齢人口の維持、拡大を図り、地域経済の活性

化により豊かで活力が満ちあふれる元気なまちづくりが必要であると考えます。

そこで、町長の所見を伺います。

まず、１つは、本町に若者が住み続けたい定住施策はどのようなこれまで取り組みを

されておりますか。町長は、本町の若者には何を求め、期待をしておられますか。３番

目、若者に対してＩ⋞Ｕターンの呼びかけはどのように取り組まれておりますか。４番

目、若者の就労奨励金などのこういう取り組みは行われていますか。５番目、若者の定

住に対する住宅補助金支援というのは他府県の市町村でもいろいろやっているところは

あるわけですけど、本町ではこれはどういうぐあいに行われていますか。

６番目、７番目は教育委員長さんに伺います。

郷土を愛する教育、先ほど西山議員からもありましたですけど、どのように行われて

おりますでしょう。７番目、親が安心して働ける環境づくりとして、例えば小学校ある

いは保育園はどのように取り組まれておりますか。

８番目、少子化対策はどのように取り組まれておりますか。このあたりは、やっぱり

結婚というのが私は一番早道ではないかなというふうに思いますが、そのあたりを町長、

御答弁のほどよろしくお願いします。

最後に９番目、自慢できる魅力ある町づくり、そういうのは大山町で行われておるで

しょうか。

以上、質問いたします。

○議長（野口 俊明君） 杉谷議員に確認しておきます。

６番、７番が教育委員会の関係ですね。

○議員（４番 杉谷 洋一君） はい。

○議長（野口 俊明君） わかりました。

それでは、答弁をお願いします。

町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 杉谷議員よりたくさんの質問をいただきました。少し時間が長

くなるかもしれませんけども御容赦願いたいと思いますし、６番、７番については教育

委員会の方からお答えをしていただくということで、よろしくお願い申し上げます。

まず、１番目の本町に若者が住み続けたい定住施策はということについてであります。
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我が町大山町に若者が住み続けていただけるようなまちづくりとは、町民の生活水準

の向上を図り、あわせて元気で誇りを持ち、またたくさんの笑顔が満ちあふれる町、こ

の実現ではないのかなと思っております。特に若い方々に求められる感性という視点の

中では、こういったことがあるのかなというぐあいに思うところであります。そのため

には、産業⋞雇用、福祉、教育⋞文化、豊かな生活環境など、あらゆる面で本町が有し

ますところのたくさんあります豊富な資源、財産、それを大いに活用した施策、この展

開であると思っております。これはまさに自然、歴史⋞文化、人⋞心の恵みあるいは食

と農、これら大山の恵みを大切に継承し、さらなる活用や融合により新たな価値を創造

していくという大山町の総合計画、その中に掲げましたところの大山恵みの里構想その

ものであると思っておりますし、この構想を推進をし、具体化することが魅力のある町

へ、若者が住み続けたい町を実現することであると考えております。今後も引き続き町

民の皆様と大山町をこんな町にしたい、そういう思いを共有しながら、あるいはその取

り組みを進めながら、この構想の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

２点目の、本町の若者に何を求め期待をしているかということについてであります。

先ほど述べました大山恵みの里構想を実現するためには、町民の皆さん、住民の皆さ

んの積極的な町づくりやコミュニティー活動への参画による、ともに取り組む協働、こ

のことが不可欠でありまして、本町の若者の皆さんにもぜひとも積極的な町づくりへの

参加を期待いたしているところであります。

また、自然、歴史⋞文化、人⋞心の恵み、農と食、この大山の恵みの継承の担い手と

なるとともに、これを大いに活用して新しい価値の創造に向けた若い方の積極的なチャ

レンジを期待いたしているところであります。

最近では、町内で新たな起業あるいは就農、進んでおります。先般の香取の分校を活

用した大山ものづくり学校、そういった取り組みなど、若い方々によりますところのチ

ャレンジの動きが見られるところでありまして、こうした取り組みがさらに町内で広が

っていくことを期待をいたしておりますし、あわせてそういった若い方々への活動の支

援をしてまいりたいと考えております。

３点目の若者に対するＩ⋞Ｕターンの呼びかけ、対策はということについてでありま

す。

本町では、これまで移住⋞定住対策の一環として、空き家、空き地を登録をし、本町

のホームページや鳥取県移住定住サポートセンターのホームページに記載をして、希望

の方々への情報提供やマッチングを行うところの大山町空き家⋞空き地情報活用制度、

そういったことを創設し、また集落等による移住者の方々への受け入れに対して奨励金

を交付します大山町移住定住奨励金制度の設置、まだまだ活用がなかなかなされており

ませんけども、集落を対象としたそういった制度も設けております。

また、公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構が大都市で主催をいたしますところのＩ

⋞Ｊ⋞ＵターンＢＩＧ相談会に参加をして、このＩ⋞Ｊ⋞Ｕターン希望者と面談を行い、
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本町が行っている定住に係る支援制度を紹介したりということなど、いろいろな取り組

みを行っているところであります。

しかしながら、まだまだ議員御指摘のとおり十分な取り組みであるとは思っておりま

せん。私としては、３月の定例議会でも述べさせていただきましたように、平成２４年

度の施政の方針の中で若者定住取り組みの強化ということの中で掲げておりまして、そ

の取り組みを担当課と現在検討し、進めている、詰めているところであります。

４点目の若者への就労奨励金はということについてであります。

若者の定住にとって最も重要なことは、雇用の場が確保されているということであり

ます。そのため、他地域にも増して企業誘致に取り組んできたところであります。先般、

大山インターチェンジ工業団地において、２つの事業者の方が事業拡大を図られたとこ

ろであります。こうした取り組みを引き続き進めていくことが重要であります。

しかし一方、大山町の町民の方々、多くが米子市など町外で雇用の場を得ておられる

ということも現実にあります。若者の就業対策も、広域的な観点で進めることも必要で

あると考えております。この点では、先般、鳥取県の西部地域振興協議会において、県

西部地域に進出をされますところの企業が行います新規雇用、これについて新規雇用者

が在住する市町村が共同で支援する鳥取県西部地域雇用促進補助金制度、これが創設さ

れたところであります。本年４月から若年層、壮年層の流出の著しい地域などの雇用の

改善を図るため、その地域に移住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置

あるいは整備、また創業する事業主の方々に助成金を支給する国の地域雇用開発助成金

の対象地域にも、この４月から大山町も指定されたところでもあります。国の方へ働き

をかけ、何とかこういった指定にもこぎつくことができました。事業者の皆様にはこれ

らの制度を大いに活用していただいて、雇用の拡大、事業の拡大を図っていただきたい

なと思っているところであります。

５点目の若者の定住に対する住宅補助金支援はということについてであります。

本町では、定住化促進の取り組みとして、空き家⋞空き地活用制度のほかに、現在も

進めておりますが、若者向けアパートの建設あるいは大山口駅前住宅団地の土地を購入

し、当該土地に住宅を建設した方に対して助成金を交付いたしますところの大山口駅前

住宅団地定住化促進助成金交付制度の創設など、そういったさまざまな取り組みを進め

ている現状にもあります。このうちの若者向け住宅につきましては、現在中山地内にお

きまして８戸の集合住宅の増設に取り組んでいるところであります。秋には完成の予定

であります。

８番目の少子化対策ということについてでございます。

大山町では今後継続的に人口が減少し、特に働き世代の人口が２０年後には現状から

半減していくというような統計的な数値、担い手、支え手の深刻な不足が懸念されてい

るところであります。このため、支援など少子化対策に取り組むことが重要であります。

議員御指摘のとおりであります。
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本年度より、不妊治療費などの一部助成、あるいは大山地区、中山地区での新たな子

育て支援の拠点となりますところの保育園や子育て支援センター、それの設置などにも

取り組んでおります。

また、人口減少の潜在的な要因として懸念されておりますのが、若年層での未婚率の

上昇、高どまりであります。所管しております未来づくり戦略室の方でデータ集積をし

たところでありますけれども、現在３０歳代男子の未婚率、これが４８．５％でござい

まして非常に高い比率でありまして、この傾向が上昇しているのではないかと思ってお

ります。本町では昨年結婚推進制度を創設をいたしまして、町民の結婚に向けた活動支

援に取り組んでいるところでありますが、まだまだこの現状を踏まえるとなお一層この

取り組みを強化をし、進めていく必要があると考えております。そのため、結婚希望者

の方々への相談会の充実や婚活に取り組む団体、グループ、そういった方々に対して重

点的に支援を行う制度の創設を、このたびの本議会にも提案させていただいているとこ

ろであります。よろしくお願い申し上げたいところであります。

９番目の自慢できる魅力ある町づくりについてであります。

以上のように、若者定住の取り組みは大山町の将来の発展にとって大変重要な施策で

あり、本日、議員からの提案も今後の参考にさせていただきながら、生かさせていただ

きながら、いろいろな施策の具体化に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

繰り返しになりますけれども、自慢できる魅力あるまちづくり、大山町、これは私は

いつも申し上げておりますけれども、国立公園大山、この山頂から日本海まで有する山

あり海あり、そしてその間に広い大地あり、そこにさまざまなすばらしい自然あるいは

歴史⋞文化、産業、観光、全国どこにも負けない豊富な資源があります。これをしっか

りと住民の皆さんと一緒になりながらつくり上げていく。

その取り組みと同時に、一昨年、豪雪の際にも発揮をされました支え合い、車１，０

００台の渋滞のときにも地元の方々が本当に自然にその思いを持って対応された支え合

い、助け合い、この精神、この心の豊かさ、これをはぐくむまちづくりであると思って

おります。そういった取り組みを行政、そして何よりも住民の皆さん、町民の皆さん主

体の中で、協働して取り組みを進めていくということであろうと思っております。議員

のこれからのまた御提案や御支援、あるいは協働していく活動を賜りたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの杉谷議員さんの魅力ある若者定住というテー

マにつきまして、教育に関する御質問の方に教育委員会よりお答えをさせていただきま

す。

まず、６番目の郷土を愛する教育はという御質問ですが、先ほどから町長さんが述べ

られておりますように、大山町はこの霊峰大山のもと、本当に豊かな自然や史跡や文化
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財といった歴史的な資源に恵まれております。私たちここに住む者にとっても、本当に

誇りに思える町であるというふうに思っているところです。

各学校におきましても、そういった大山の自然とか文化、そして何よりそこに暮らす

地域の人々といった資源を活用したさまざまな学習に取り組んでおります。特に、各学

校が独自に学ぶそのテーマを設定することのできる総合的な学習の時間におきましては、

どの学校もこの大山の自然、歴史あるいは産業や文化などの題材を取り上げ、またその

学習の過程では身近な地域の方々からいろんな聞き取りをしたり、また教えていただき

ながら、いろんな作物、特産品などの作物を栽培したりするなど、町の人々との触れ合

いを大切にした学習を展開して、このふるさとに誇りを持ち郷土を愛する子供たちを育

てるという取り組みを行っております。

教育委員会としても、このふるさと大山町を愛する子供たちを育てるということは重

点課題の一つとしてとらえておりまして、大山のことを子供たちにもっともっと知って

ほしいという思いから、平成２０年の３月に、以前にもこの場で申し上げたというふう

に思いますが、ふるさと教材「わたしたちの大山町」というのを発行いたしまして、各

学校の子供たちに配布をしております。この教材は、学年段階ごとの教育課程に合わせ

て、小学校は３⋞４年編、５⋞６年編、また中学校編という３種類を作成しております。

この中で、大山町の先ほど申し上げました自然や産業やまた史跡や行事やいろんな政治

などを取り上げた内容となっておりまして、学校におきましては社会科の授業を中心に

総合的な学習の時間のいろんな調べ学習、また大山登山を行うときの行事の事前学習、

それから学校によっては美術の学習などにも活用していただいております。

７番目の親が安心して働ける環境づくりを、主として小学校や保育園との御質問にお

答えをいたします。

子供たちは、将来の大山町を、大きく言えば日本という国を担う大切な宝物でありま

す。子育てというのは未来をつくっていく、大山町や広く地域を支える人材を育ててい

くという大切な営みだというふうに考えております。

子育てにおきましては、その責任がまずそれぞれの子供の保護者にあることというこ

とは言うまでもありません。その上で、子供たちの健やかな成長のために、それをどの

ようにして支えていくか、地域社会のかかわりというものがとても重要になってくると

思っています。大山町では、子供と家庭を地域で支えていくために次世代育成支援行動

計画というものを定めておりまして、働きながら子育てのできる環境づくりや、子育て

のいろんな不安や負担というものをできるだけ軽減していくためのいろんな取り組みを

総合的に推進をしております。

その中で、子育てをしながら働ける、社会参加ができる支援として、まず保育所では

心豊かでたくましい子供を育成するという保育方針のもと、子育てがしやすい環境整備

といたしまして、早朝保育とか延長保育とか、あるいは土曜日の午後保育、一時保育、

乳児保育などさまざまな保育サービスを行っております。また、この４月に開園いたし
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ました中山みどりの森保育園と大山きゃらぼく保育園ではこれらのサービスをすべて集

約して行い、さらに加えて病後児保育室というのを新たに設けました。そして保育サー

ビスの充実を今図っているところです。

また、今までは名和地区にしかなかった子育て支援センターというものを、この新し

くできた中山と大山の２つの拠点保育所にも併設をいたしました。地域の子育て支援の

拠点を町内３カ所にふやして、さまざまな子育ての支援、また保育所に行く前の子供た

ちも含めて、いろんな子育て支援のサービスをそこで行っております。

また、町内５カ所に設けております放課後児童クラブというところでは、小学生が下

校しても家が留守になっているそういう家庭の子供たちのうち、１年生から４年生の子

供たちを対象に学童保育を行っております。

このほか、育児の援助を受けたい人、またその援助を行いたい人というところで構成

するファミリーサポート、育児の相互援助活動というふうに言うんですけれども、その

ファミリーサポート活動などを地域みんなで進める子育ての取り組みも進めているとこ

ろです。

子育てについての第一義的責任は、父母とその他の保護者にあるという基本認識を持

ちつつ、その上で家庭や地域など子供たちを取り巻くすべての場でさまざまな子育て支

援を充実させていく。そして子育てについての理解が深められて、子育てが楽しい、喜

びである、そういうふうに思ってもらえる。ここで、この町で子供を産んで育てていき

たい、そういうふうに思ってもらえるそういう町づくりにつなげていきたいというふう

に考えているところです。以上でございます。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） 先ほど町長に本町の若者に何を期待するかということを

質問したら、その若い人に積極的なチャレンジを期待しておりますということで、また

そういう若者へこれから支援していきたいという力強いお話がありました。ぜひそうい

う若い人に、やっぱり大山町の人口をふやすにも若い人がふえんことには私はもう一つ

元気が出ないんではないかなというふうに思いますので、特に町長、若い人のそういう

チャレンジとかそれに対して支援を大いにしていただきたいというふうに思います。

そこで、本町が私、若い者が本当に魅力ある町というのは、私みたいな年寄りがああ

だこうだと言っても、ちょっとそれは明治時代の話だなんていうことを言われたってか

ないませんので、ここはそういう若い者のパワーを活用した若い者によるアイデアや知

恵や、さまざまな若い者のライフスタイル、将来構想などを参考とした対策の取り組み

が私は大いに求められておるかと思います。そういう各層の若い人を集まっていただい

て、代表の方に、定住化戦略会議というやな大きなことをばあんと立ち上げて、若い人

どんどん提言してくださいよというやな、そういう町長、考えはありませんでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 具体的に若い方の戦略会議の取り組みをしたらどうかという御
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提案かなと思いますけども、まだそういったことについての検討はしておりません。た

だ、御指摘のように若い方々が集っていろいろな情報交換をしていく、町づくりを展開

していくということは必要であると思っております。

ことしに入りましてから、未来づくり交流会という形の中で、今現在活動しておられ

るいろいろなグループ、これは若い方もありますし年配の方もありますし、ごく最近つ

くり上げられた方々もあります。そういった交流会を通じてのネットワークづくり等々

も進めている状況があります。時間がいただければ、そのことの説明を担当の方から少

し思いを伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 赤井未来づくり戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） ただいまの御質問に対して、

補足をさせていただきます。

ことしに入りまして、町内のさまざまなまちづくり団体の方が集まっていただきまし

て、情報交換ですとか意見交換ですとか、それから連携のきっかけづくりをしていただ

くということで、大山町未来づくり交流会というのを２回開催をさせていただいており

ます。

その中で、若手の起業家の方ですとか、あと商工会の青年部の方にもお話をいただき

まして連携の呼びかけなどを行っていただきましたけれども、ただ、まだ１回２回とも

に比較的若い方の参加が少のうございましたので、今後の課題としていかに若い方、就

農された方とかいらっしゃいますので、その方をいかに巻き込んでいくかということを

課題として、また引き続きやっていきたいというふうに考えております。以上でござい

ます。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） 広報委員会でも、先ほど赤井室長からお話があったよう

に築き会とかそういう若い人の話を聞くと、本当にもう積極的な話だけなんですよ。ぜ

ひこの辺はこれからすぐにでも取り組んでいただいて、それに対してはやはり大山町も

何が重要かいったら、やっぱり私は人口が少なくなってきたら何をつくってどうこうし

ても何にもならんかと思います。ぜひそういう若い人の力を結集していただきたいなと

いうふうにお願いします。

そこで、次にＩ⋞Ｕターン呼びかけということで定住化というやなお話もありました

が、これあたりは大山町ではですね、そういう情報を大山町のホームページで例えば情

報発信したり、それから相談窓口というのは、他町村を見ておるとＩ⋞Ｕターン相談窓

口ということがあるわけなんです。私も若い人、広島に住んでいる人、おやじが亡くな

って大山町へ帰りたいんだがどうすりゃええんだかなというやなことで、ぜひこういう

のがあったらまず大山町でそういう窓口でしっかり大山町のよさを聞いて、大山町にぜ

ひあしたでも帰ろうという、そういう窓口は町長、お考えはありませんでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 杉谷議員からＩ⋞Ｕターン、そういった取り組みの窓口はどう

かということでありますけれども、本町におきましても企画情報の方の課がその窓口と

なって、いろいろな取り組み、展開を進めております。大阪の方に出向いてのそういっ

た窓口相談であったりとか、私どもの方からの紹介であったりとかいうような取り組み

をしております。

詳細については担当の方から少し述べさせていただきますけども、ある面、一方では

受け入れる方の空き家等々の問題、ここが十分にあるようでなかなかないという現状が

あります。求めがありますけれども、それにこたえ切れないという状況もあったりして

おりまして、そういった中での課題も持っております。担当の方から、少し時間をいた

だいて述べさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 赤井戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） ただいまの町長の答弁に補足

をさせていただきます。

まず、Ｉ⋞Ｕターンの窓口ですけれども、企画情報課の方でやっておりますけれども、

それからＰＲにつきましても町のホームページですとか、また県の移住定住機構のホー

ムページなどでも掲載をしておりますけれども、ただ、現状を見ますと、先ほどの町長

の方からの答弁ありましたとおりまだ十分でないというふうに考えておりまして、特に

大山町が有する魅力というのを定住という観点から十分アピールし切れてないというふ

うに考えておりますので、次の課題としてまずこの点に取り組んでいきたいというふう

に考えております。

それから、空き家というお話がございましたけれども、今、窓口をしております都合

で町外の皆様から大変移住に関する質問は頻繁に寄せられておりまして、特に空き家の

質問が多うございますので、一方で空き家、町内にはかなりございますけれども、利用

者のニーズとそういったものに十分供給の方がこたえられてない状況ですので、今、町

長さんからお話ありましたけれども、その空き家の掘り起こしというのにもこれからや

っていきたいというふうに考えております。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） ぜひしっかり頑張って、一人でも多くのＩ⋞Ｕターンを

本町に、特に若い人を受け入れてほしいなというふうに思いますので、今後頑張ってい

ただきたいと思います。

そこで、この間の日本海新聞、土曜日でしたか、鳥取県の移住定住状況ということが

出てまして、あれあれこのごろ今度私は質問するのにちょうどいい記事だわやと思って

見せていただきましたけど、中身はちょっとおいときまして、この日本海新聞の記事、

初年度は合格点というやなことで見出しは載っておりました。

そこで、ちょっとおいといて時間もありませんのでそれを見ると、西部地区の辺を見

ると、伯耆町は３３世帯４６人の人がこういう移住をしておられます。日南町は２０世
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帯２８人、南部町は１０世帯２１人ですが、大山町はわずか２世帯２人という取り組み

ということで、おいおい大山町はどうなっとるがや、特別低いじゃないかなと思ってび

っくりしたんですけど、このあたりの数字、町長はどういうふうに考えておられますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 新聞の記事を私も見ておりまして、大山町は少ないなという感

じはその数値としては見させていただきました。

ただ、先ほども少し述べさせていただきましたけども空き家、来ていただくに当たっ

ての空き家ですね、そこの部分が大山町の現状からすると十分、先ほど室長の方からも

ありましたように、そのニーズにこたえ切れないという現状があるということでありま

す。一つは、やはり空き家があっても、家主さんの方からその提供がなかなか難しいと

いう状況があります。やはり家の中に１年に１回あるいは２回帰ってこられて、仏さん

を拝んでというような思いの方々がたくさん中にはおられたりということもあろうと思

いますし、ある面、先ほども答えの中でも述べさせていただきましたけども、集落の方

での移住の方々に対しての奨励金を交付しますところの移住定住奨励金制度、これをつ

くっておりますけども、なかなか活用がなされてない。これは私どもの周知不足、ＰＲ

不足ということはあろうと思っておりますけども、やはり移住を求める方、特にＩター

ンの方々、集落に入っていかれる場合に集落の方から受け入れていこうというやっぱり

空気、ムード、そういったものがやはりないと、お互いに入られてからのミスマッチが

あったりするのかな。逆にそこの中でのお試し期間であったりとか、それを踏まえた上

で集落の方でも受け入れができるよというような形のムードづくりというか、とらえ方

が生まれてこないと、空き家があるので一方的に紹介をして、でも何か集落の住民の皆

さんとミスマッチがあるということでも長続きしないんだろうなと思っております。い

ろいろな課題を抱えながら、でも空き家という状況はこれからも減っていかない状況に

あると思っておりますので、地主さん、家主さんの方々ともそういった話し合いといい

ますか、取り組みの状況をお伝えしながら、御理解をいただきながら、できるところか

らやり始めていくということかなと思っております。いろいろな補助制度を創設したり

いろいろありますけども、基本の部分はそこのやはり持ち主さんとの理解が大きなポイ

ントかなと思っておるところであります。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） 前、築き会の若い人と話したとき、皆さんから見て鳥取

県大山町はどうなんですか言ったら、自分の大阪の友達なんかはそういうこの大山町の

田舎暮らしというのは非常に興味を持っておるというようなことがありまして、特に私

の大山町というのは本当に美しい四季があったり、山、川、海が本当に凝縮されて全国

にも誇れる私は自然環境、立派な町であろうかなというふうに思うわけです。

そういうことで、Ｉターン、Ｕターンということもどんどん進めてほしいなというふ

うに思いますし、それからやっぱりその企画課がそういうＩターン、Ｕターンをやって
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おるということもあるわけなんですけど、専門職員による相談から移住までの支援体制

の確立、あるいは田舎体験住宅というようなものをつくって、皆さん一回経験してもら

うということも一つ大事ではないかなというふうに思いますし、またお勧めのライフス

タイル集とか、あるいはインターネットや専門誌への特集記事のＰＲなどでこれを皆さ

んに御案内していけたらなというふうに思うわけですが、そのあたりはまた町長、しっ

かりいろいろなことを考えていただきたいなというふうに思います。

確かに若者に帰ってほしいほしいと言いながら、大事なのはやっぱり若者の仕事が、

就労が一番ではないかなというふうに思うわけなんですけど、若者定住は雇用が私はも

う絶対的だと思うんですけど、先ほど町長がですね西部広域の中でも旧市町村でみんな

で頑張ってこれを支援していくとかいうやなお話もありましたし、そのＩ⋞Ｕ転入者の

受け入れに対してやはり企業に就労奨励金というのをお支払いして、同じ大山町にそう

いう、の人を受け入れてもらったなら、大山町から特別報償金みたいなものを出します

よというやな制度をやってみたらどんなもんでしょうか、町長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 杉谷議員の方から、先ほどの質問について担当課の方から少し

述べさせていただきますけども、先ほどそういった趣旨の制度ということで鳥取県西部

地域雇用促進補助金制度、これは広域でございますけども、創設した経過があります。

大山町に企業が来られる。でも、１００％雇用が町内の方とは限りません。やっぱりこ

の企業としてのニーズがあったり適材適所ということもあったり、求めている環境もあ

りますので、そういうときに町外から来られる。そのときには、その出身の町の方から

バックアップしましょうと。逆に、大山町の住民の者が米子の方のそういった企業に就

職するときには、逆にその企業に対して大山町の方から出しましょうという制度であり

ます。ちょうどそのお話の点がこの制度ではないのかなと思います。時間がいただけれ

ば、よろしいですか。

○議員（４番 杉谷 洋一君） いえ、まあ、どうぞ。

○町長（森田 増範君） じゃ少し説明させていただきます。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。町長の答弁に若干の補足をさせてい

ただきたいと思います。

先ほど町長の方から申し上げましたように、西部地区で共同してそういった趣旨の制

度を新設をした。そして過疎地域ということで、この４月から新たに大山町内の企業さ

んが取り組まれたら、国の制度にのることができるようになったということでありまし

て、それなりの制度的な手当てはできているのではないかなというふうには思っており

ますが、こういった制度でのいわゆる対象とならない分野がどうしても出てくるものと

思います。そういった部分がもし発生をするということでございましたら、何らかの措

置を今後考えていくということは十分に考えていけることではないのかなというふうに
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思っております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） まだ二、三、いっぱいあるんですけどちょっと飛ばしま

して、若者の定住する住宅資金援助はということで、このごろ旧大山町役場の跡地がす

ぐ完売になり、需要がたくさんありますよというやなことがあるわけなんですけど、や

はり立地条件がよい、定住の場所としての魅力があろうかなというふうに思います。駅

や山陰道のインターに近いとか、近隣に学校や保育所、病院、銀行、スーパーなどがあ

るところということで、交通の利便性からいったらこの大山町というのはすごいいいと

ころなんですよ。今後、大山ばかりでなく名和のあたりに若者のニュータウンの造成を

検討しては、町長、どんなもんでしょうか。そういう、確かに大山町に住んでみたいん

だけど住む場所がないとか、確かによく聞く話なんですけど、何かそういうニュータウ

ンみたいなものを、これは町だけでなしに県の住宅供給公社とか、あるいは民間の力を

かりながら、そういう計画というか、若者を大山町に住んでもらうそういう構想はあり

ませんでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 杉谷議員より、若者を中心としたいわゆるニュータウンという

構想がないかということのようでありますけども、取り組みを進めている流れの中で、

一つはインターチェンジ付近ということでありますれば、今現在も分譲を進めておりま

すところの中山温泉のエリアにありますナスパルタウン分譲地、ここが２５年度中、イ

ンターチェンジ、ハーフインター開通いたしますので、その地点からすると非常に米子

から信号機がない高規格道路を伝ってすぐおりてくるところにあるというところであり

まして、１１０区画のうち、あと３０区画ほど現在分譲ができるという状況にあります

ので、まずそこが大きなポイントになってくるのではないかなと思っております。いろ

いろなたくさんの方々が今入居、分譲を求めていただいて、建物も建っておるところで

ありますけれども、まずはそこに区画としてまだ町有のものがありますので、そこの動

向をまずこう見ていくということが大切かなと思っております。

それから、インターチェンジの付近にという御提案でありました。私もこのインター

チェンジの付近の中で、町がというよりも民間の事業者の方が求められて、そこに分譲

地あるいは宅地化されていくようなことにはならんのかなということで、担当課の方に

少し指示をしながら検討した経過がありますけども、米子市内でありますと御存じのよ

うに淀江あたりまで民間の事業者の方が集合住宅を建てていかれるというステージが実

はあるんですけども、西伯郡に入ってきますとなかなかその動向が非常に厳しいという

状況を情報を感じておるところであります。民間の方々に大山町地内の中にこういった

分譲地の開発等々の、一緒になってこう支援しながら取り組んでいくような形でできれ

ばなという思いはありますけども、こういったことを踏まえて検討する中で、少し民間

の方々の本町における取り組んでいく思いというのが非常に弱いのかなということを感
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じているのが現状にあるということをお伝えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） その民間の人といろいろ話し合いながら、ぜひぜひナス

パルタウンだけでなくしてインターに近い名和、大山あたりも私はもっとすごい需要が

あれへんかなというふうに思うわけですけど、そのあたりをまたいろいろ研究していた

だきたいなというふうに思います。

時間がありませんので、少子化対策ということで赤井室長あたりが一生懸命頑張って

おられて、この間、日吉津のアスパルに行きたらこんなのが張ってありました。何か小

さいので、ちょっとおばさん方もあんまりがいに見えんかったです。同じするなら、も

っと大きいのをどおんと張られたらどんなもんですか。

ということで、私がこの少子化問題を、本当に子供に結婚してもらうということが一

番だというふうに思うですけど、そのあたりを町長、どういうぐあいに思われますか。

もう一回、そのあたりを。結婚、それか第３子以降で子だくさん支援というのをつくら

れたらどうですか。たくさんの人にたくさんの子供さんをつくってもらって先ほどの保

育所に入ってもらうとか、せっかく大山町にあんな立派な保育所もあります。先ほども

中身もしっかりしておりますということで、そういうのは町長、考えておられませんで

しょうか。

それから、少子化対策ということで、確かに大山町も３０代の男性が４８．５％、び

っくりするような数字です。そのあたりもまだ時間がありますので御答弁お願いいたし

ます。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 結婚対策あるいは支援の制度ということについての御質問であ

ります。

担当の方からも少し時間を賜りたいと思いますけども、特に結婚対策ということにつ

いては、先ほど述べさせていただきましたように数値を、２２年度の国勢調査の数値を

ひもといてみて集計をしてみると、３０代の本当に男性の場合ですと４８．５、約半分

の方が結婚をされてないという現状があります。その方々はここ地内に住んでおられる

わけでありますので、できるだけその方々、結婚されるということがまず大きな少子化

対策になるんだろうと思ってもおりますけども、ただ、それぞれ、それぞれの思いがあ

ってやっぱり結婚をしておられないという現状もあると思っておりますので、そういっ

たことを踏まえながら、何とかムードであったりとか、あるいは本当に結婚されて家族

を持ったら本当にすばらしいよ、本当に自分の子供と一緒に温かい家庭をと、そういっ

たような広報といいますか、お互いにみんなでそういう空気をつくり上げていかなけれ

ばならないのではないかなと思っております。

そうはいいましても、やはり企業を誘致して雇用をふやしていくということも当然必

要ですけども、今おられる方々が家族を持たれる、そして子供を授かるというようなこ
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とを、やっぱり町の大切な施策として位置づけをさせていただいて進めていくというこ

とが必要であると思っております。そういった思いで、このたびのいわゆるブライダル

に向けての支援制度を提案させていただいているところでありますので、お願い申し上

げたいと思いますし、３子少子化ということの中で第３子の支援ということがお話ござ

いましたけども、いろいろな場合でいろんな御提言がありますけども、今のところこの

制度についての考えは持っておりません。先ほど申し上げましたように、現在結婚され

てもなかなか授からない方々への不妊的な支援であったりとか扶育的な支援であったり

とかいろいろな施策を講じながら、この少子化対策一つ一つ取り組みを進めているとい

うのが現状であります。

○議長（野口 俊明君） 赤井未来づくり戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） ただいまの町長の答弁に補足

をさせていただきます。

今回、結婚対策ということで提案をさせていただきましたけれども、これは今申し上

げましたとおり今の未婚率の現状ですとか、また西部地域、県内を比較しても大山町が

高い数字にあると。こういう認識で提案をさせていただいたところですけれども、ただ、

一方でこの４８．５というのが今回の対策ですべて解決できるとは思っておりません。

やっぱり国の例えば税制ですとか社会保障制度ですとか教育制度、こういったものも大

きくかかわってくるところでございますので、すべてこれで解決できるとは思っており

ませんけれども、ただ、こういった現状を放置をしておくということはできませんので、

町としてできることということで、このたびの制度を提案させていただいたということ

でございます。内容につきまして……（「いや、もうそのへんで」と呼ぶ者あり）じゃ、

はい、以上です。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（４番 杉谷 洋一君） 今、赤井室長もいろいろ考えておられて、まだまだ時間

があれば１時間２時間でもしゃべっていただきたいと思うんですけど、時間がありませ

んので。

まあ、こういう中に、私は一緒に楽しむスポーツということも今後入れてほしいなと

いうふうに思います。旧町時代、大山のスキー場で出会って一緒になられた。きょうテ

レビ見ておられるかどうか、奥さんもおられると思うんだけども、広島であったり福岡

であったり、どうだったですか、いいところへ来ましてよかったですよとお褒めの言葉

をいただいておりますので、ぜひぜひそのあたりもカヌーだとかスノボだとかいろんな

ことを取り組んでいただきたいなというふうに思います。

きょうはせっかく教育委員長さんにもいろいろなことをお話ししてもらった中で、も

っともっと聞かないけんとこはたくさんあるんですけど、ただ１つだけ、やっぱり郷土

を愛する心というの、やっぱりこれは学校教育だけではなくてやはり社会教育の中でも、

若い人がそういうことで今の若い小学校、中学校の子供を何とかしてやろうと一生懸命
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の人がたくさんあります。だから赤井未来室長、そういうあたりを今後戦略の中に若い

人に入っていただいて、この戦略というものをつくっていただきたいなというふうに思

います。

町長、最後に、もう１分ほかありませんので、私は町民からこの本当に大山町が自慢

できるアイデアの募集や若者参加型の定住化戦略会議や、他市町村の優良な施策をまた

この町として本当に日本一の自慢できるような大きな目標、こういうもんに向かって頑

張るんだぞというそういう大山町をつくって、そういう過程の中でいろいろですね若者

が本当に定住化していくいろんなアイデアが出てくるかと思いますので、ぜひそのあた

りをトップランナーとして、町長、頑張っていただきたいと思います。

町長、最後に一言で終わりにしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 時間となりました。この件につきましては、後で町長から聞い

てください。

○議員（４番 杉谷 洋一君） はい。終わります。

○議長（野口 俊明君） これで杉谷洋一君の一般質問が終わりました。

○議長（野口 俊明君） 時間が少ないですが、引き続き一般質問を継続していきます。

次、７番、近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 近藤大介です。

そうしましたら、今回は通告に従いまして１項目、町長に質問をいたします。テーマ

としましては、商業振興施策についてということで上げさせていただいております。

皆さん御承知のように、来年度、平成２５年度には山陰道の中山名和道路が開通する

予定になっております。あと１年半ほどでございます。開通しましたら、町内で生活す

る者にとってはさまざまな面で利便性が高まり、我々町民としてもこの開通を待ち望ん

でおったところではあるんですけれども、ただ、開通しました後は中山、名和、特に中

山、名和の国道９号線沿線で飲食店ですとかガソリンスタンドなど商業的な施設、店舗

を営んでおられる事業者の方にとっては、大きな打撃を受けるということも予想されて

おります。

そこで、これに関して４点ほど町長にお尋ねするわけですが、まずこういった状況を

踏まえて、今後の大山町の商業振興についてどのように考えておられるのか。

２点目、山陰道の開通後、町内、特に中山、名和の９号線の交通量はどのように変化

する見通しでしょうか。

それから３点目、山陰道が開通しますと、今現在名和のインターのおり口に道の駅大

山恵みの里があるわけでございますけども、インターからちょっと離れた位置関係にも

あることから、開通後はこの道の駅大山恵みの里にも大きな影響があるだろうというふ

うに予想されておるわけですが、開通後の影響をどのように予測しておられますか。ま

た、それに対してどのような対策を考えておられますか。
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最後、４点目ですが、先ほどの道の駅の質問に関連するわけですけれども、例えば今

後の大山町の商業振興の一つの案として、山陰道開通後、道の駅のすぐ上側に国土交通

省倉吉工事事務所が建っておるわけですけれども、あの場所にですね、道路が開通すれ

ば事務所もさほど必要でなくなると思いますので、あの場所に例えばガソリンスタンド

などの施設を誘致することはできないか。

以上、４点について答弁をお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 近藤議員より、商業振興施策についてという御質問にお答えを

させていただきたいと思います。

まず、議員御指摘のとおり、山陰道町内全線開通の影響は多岐にわたるものと認識を

いたしておるところであります。特に、国交省と本町でこの影響下における活性化方策

につきましてワーキンググループを設置をし、調査検討を行うことといたしているとこ

ろであります。道路新設に伴います人の流れの変化、そしてその影響は避けて通れない

関門であると考えております。

改めて申し上げますまでもなく、本町の商業者の方々、小さい規模でございまして、

こうした環境変化の影響に対しての対応力は概して低いものであるというふうに思って

おります。また、こうした部分につきましては商工会の皆さんと緊密な連携を持ちなが

ら、変化に速やかな対応がとれるよう努めてまいらなければならないと考えております。

山陰道開通後の国道９号の交通量についての国交省から予測、交通量に関する資料の

提供はいただいておりませんけれども、平成２３年２月２７日に開通をいたしましたと

ころの東伯中山道路の開通１年後の交通の状況によりますと、山陰道と国道９号とは約

半分ぐらいずつの分担と発表されたところであります。中山名和道路の開通に伴う交通

の状況につきましては、国土交通省の発表を待たなければならないと思っております。

次に、道の駅に対します影響でございますが、さきに述べましたとおり交通量の大幅

減少により大きな影響を受けるものと思っております。しかしながら、道の駅大山恵み

の里は計画のときから全線開通を想定をして運営計画を立ててあり、全線開通を見据え

た規模であるものと思っております。もちろん売り上げは大きく減少するものと思いま

すが、本線上の道の駅という位置づけもいただいているところであります。案内方法の

工夫や今後の魅力づけなどによって道の駅の自立運営は可能と思いますし、努めてまい

りたいと存じます。

最後の御質問でございますが、道の駅の隣接地の山陰道開通後の利用方法につきまし

ては、現在国土交通省において調整中とのことでございまして、今後の利用計画が決ま

っていない現状でありますので、町の行政施策とかかわりが持てる計画を要望してまい

りたいと考えておるところであります。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

－４８－



○議員（７番 近藤 大介君） 山陰道が開通しますと、現在の特に中山、名和のあたり

交通量は大体半分ぐらいになるだろうという御回答でございまして、冒頭申し上げまし

たように９号線がすくと、すいてくるということは日常生活していく上では非常に便利

でいいことはあるわけですけれども、一方では商業を営んでいく上では非常に大きな問

題があるだろうと私は思っておるわけでして、そういったことはさまざまな社会的要因

などで状況は商売を営んでいく上での環境は変わっていくことですから、それにやはり

対応していかざるを得ないそういう問題ではあろうと思ってはおりますけれども、それ

を踏まえて、町長、今後我が町の商業振興をどうしていったらいいのか。こういう現状

を踏まえてどうしていったらいいのか、冒頭そういうふうにお尋ねしたんですけれども、

町長の御回答としては、商工会さんと緊密な連携を持ちながら変化に速やかに対応がと

れるよう努めていくという御答弁でございましたが、山陰道の開通は先ほども言いまし

たようにあと１年半先なわけです。もうすぐですわ。目の前にそういう変化が訪れるこ

とがわかり切っとるわけでございまして、その中で、今から連携を持つと。今から連携

を持つというようなことで、本当に速やかな対応がとれるんですか。私、今の御答弁を

聞いていて、実はまだ何も考えてませんでしたという意味合いの御答弁のように聞こえ

たんですけれども、どうですか、そのとおりなんでしょうか、町長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員の質問に、まず担当課から答えさせていただきます。

○議員（７番 近藤 大介君） いえ、町長の御答弁をお願いします。議長、町長に答弁

を求めます。

○議長（野口 俊明君） 町長の答弁は、担当課から答えさすということでございます。

福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） ただいまの具体的には考えていないのかというところ

でございますが、政策的あるいは施策的な形としてのものは現在まだございません。し

かしながら、答弁の中にもありましたように国交省と本町とでのワーキンググループの

最大の課題というのは、そういった人通りが少なくなることによる経済活動への影響と

いったような内容も含まれております。そういった協議がこれから行われるということ

でもございますし、商工会の西部東センター、経営指導を行う部門でございますけれど

も、こちらの経営指導員さんと町の観光商工課レベルでございますけれども、そういっ

た場合の新規の、大山町としての新規の支援策、あるいは経済刺激政策みたいなものが

できないのかといったような協議は行っているところでございます。以上です。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 非常に残念でございます。まさしく目の前に迫っておる

わけです、その山陰道の開通は。商業を営んでいく上では非常に大きな変化が目の前に

訪れているにもかかわらず、それに対しての対応ができていないどころか、対応が全く

考えられていない。考えられさえしていなかったということに非常に残念な気持ちでい
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っぱいなんですけれども、まあ担当課長の方からですね、その国交省とワーキンググル

ープをつくって云々ということも答弁がありましたけども、役所の会議室で役人がああ

じゃこうじゃ言っとるだけで世の中の景気がよくなれば、だれも苦労はせんわけですわ。

もう少しやはり住民の生活そのものをですね、やはり考えていただきたいというふうに

思うわけですけれども、とりあえずこの点については一たんおいときます。

道の駅のことについても質問しました。町長の御答弁では、売り上げは大きく減少す

るとは思うけれども頑張っていきますということでございました。

私が質問したのは、その大きく売り上げが減少するそれに対してどういう、具体的に

どういう準備をし、対策を講ずる考えなのかを聞いとるわけでして、結局それに対して

は全くお答えをいただいてないんですよね。売り上げは減るのはわかっておりますと。

でも、何とか運営はできるでしょうと。今現在、あそこには農産物を出しておられる方

もあれば、水産物あるいは加工品、町民の方が生産されたものが販売されております。

近ごろは町外の人が生産したものも多く取り扱っとるようですけれども、ほかにも食堂

で働いておられる町民の方もおられるわけです。売り上げが減れば、その分、町民の所

得も減っていくわけです。

今以上の売り上げを上げろとまでは私もなかなかよう言いませんけれども、大きく売

り上げが下がってくるのがわかっているのであれば、やはり何か対策を練らなければな

らないんじゃないでしょうか。何も考えてないんですか、本当に。答弁をお願いします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員の質問にお答えをさせていただきます。

先ほどの質問の中で、恵みの里に大きな影響を与える。どう予測しているか、それに

対する対策ということでありましたので、現状のことを踏まえてお答えをさせていただ

いたところであります。

先ほど議員も触れられましたように、今以上のことはなかなか厳しいというお話があ

りました。まさに私も目の前の交通量がかなりのものが減ずるわけでありますので、非

常に道の駅としての事業、厳しいものがあると思っております。ただ、道の駅としての

事業ということでありますれば、そこに売り上げが減っていくそれを想定しての対応策

であるということであると思っております。

一方、今の取り扱いという面で、それを生産者の方々にやっぱり道の駅が減少してい

く、扱いが減っていくものをではどうしていくかということの問題については、これは

道の駅の運営ということではなく、やはり今公社がかかわっておりますところの流通と

いう部門の中での展開につながっていくものと思っております。公社はたくさんの事業

部門を抱えながら、事業展開をしているところであります。道の駅については、先ほど

申し上げましたように今の交通量が減っていく、売り上げが減っていくということの中

で、自立した務めを努力をしていくということでお答えをしたところであります。

○議長（野口 俊明君） 質問の途中でありますが、質疑、答弁がこの１分ほどの時間の
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中でできませんので、ここで休憩したいと思います。再開は午後１時に近藤議員の一般

質問を継続いたします。休憩いたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（野口 俊明君） １時になりましたので、一般質問を再開いたします。

午前中に引き続き、７番、近藤大介君の一般質問を継続いたします。

近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） それでは、午前中に引き続きまして、大山町の商業振興

施策にということで質問を続けさせていただきます。

お昼休みを挟みましたけれども、午前中の議論ということでちょっと振り返りますと、

１年半先、来年度２５年度中には山陰道の中山名和道路が完成し、開通するという状況

にあります。そうしますと、現在国道９号線で商売をしておられる方にとっては非常に

大きな打撃になるんですけれども、山陰道開通後の商業施策についてどのように考えて

おられるのかということで質問させていただいておりました。

町長の御答弁では、簡単に言えばこれから考えるということで、特に具体的な準備は

しておられないようでございましたし、また開通後、道の駅も大幅に売り上げが減少す

るということの予測はしておられますけれども、特にその売り上げ減の対策を考えてお

られるわけではないようでございました。

自治体の経営者である町長の御答弁としては、少し残念に感じたところでございます

けれども、町民の代表である町長として大山町の地域経営について、自治体の経営につ

いてということで少し質問をさせていただきたいと思っております。

決して大山町の例ということではございませんけれども、よく高速道路ができると既

存の国道の交通量が減って商売ができんようになるから高速道路に反対するとか、ある

いは地域に大型商業施設ができると既存の商店街が打撃を受けるので反対だということ

があったりしますけれども、私は必ずしもそういう考え方には賛成できないと思ってお

ります。常にその時代の流れの中で、ビジネスを取り巻く環境は変わってきます。経済

状況や社会状況によっても大きく影響してくるものであって、それに対応しながら、状

況が変われば変わった状況に対応できるような新たなビジネスチャンスをつくっていく、

それが地域を経営する、自治体を経営する者にとって必要なことではないかというふう

に考えております。

例えば、農業でも今ＴＰＰの問題があったりしますけれども、確かに農業地域の首長

としてＴＰＰに反対するのももっともなことだとは思うんですけれども、もし仮に農産

物の貿易が自由化されるような状況になった場合、どうやって地域の農業を守っていく

のか。そういったことも考えながら、反対する片方では準備をしておくのもやはり地域

の自治体の経営者としての役割ではないかというふうに考えております。
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昨年の１２月、その自治体の経営についてということで、町長がどのように考えてい

らっしゃるのか質問させていただきました。町長の答弁は、地方自治法を引用し、住民

福祉の増進を図ることだと簡潔に言われたんですけれども、非常に紋切り型の答弁で、

私はそのときも残念に思ったわけですが、私は大山町にとっての自治体経営というもの

を考えますれば、大山町にとっては地域資源を生かしながらいかにして人をふやしてい

くか、それが地域経営の肝ではないかと思っております。もちろんただ人がふえればい

いという問題ではありませんし、人がふえ過ぎれば例えば人口過密の問題であったりと

か、資源の乱獲などの問題も起こってくる場合もあるわけですが、原則としては地域内

で安心して子供を産み育て、その子供がまた新しい命をはぐくんでいく。そういう命の

循環といいますか、人口の再生産が安定的に行われるよう仕組みをつくっていく、それ

が地域を守るということであり、地域の経営者のやるべき仕事ではないかと思っており

ます。人がふえればビジネスをするチャンスもふえ、ビジネスチャンスがふえればまた

新たな投資を呼んでくることにもなります。そして、新たな投資がまた人をふやす要因

になる。そういういい循環をつくり出していくことが、住民の代表である町長の仕事で

はないかというふうに思うわけですけれども、改めて町長にお尋ねしたいと思います。

町長は、自治体の経営についてどのように感じておられますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員より、重ねての御質問であります。

まず、御質問の中で本題に入られます前に、午前中のことについても触れていただき

ました。商業振興ということの中で、特に道路開通というテーマの中での御質問でござ

いましたので、そのように答えさせていただいたところでありますけども、少し先ほど

のお言葉の中で全く考えてないというような表現もございましたので、少しだけ加えさ

せていただきますけれども、山香荘の議論の中でいろいろと議会でも御協議いただきま

した。大山町の今後の地域活性という大きなテーマの中で山香荘の提案もさせていただ

き、今、取り組みが進んでおるところであります。これもまさに山陰道全線開通をして

いく。その中で、ちょうど中央地点にあります山香荘、全線開通をした後の人の流れ、

人の集まり、そういったことを踏まえて、ちょうどへその部分にあるこのエリアを人の

にぎわいのある、集う、スポーツのツーリズムの拠点、発信というとらえ方の中でのお

話をさせていただいたところであります。そういった大きな視点の中での商業振興、地

域活性という視点もテーマを掲げながら議会の皆さんと御議論をさせていただき、今、

一つ一つ進んでおるということをまず、補足という形になるかもしれませんけれども、

加えさせていただきたいなと思うところであります。

それから、公社の運営についてでございますけれども、先ほど何も考えてないという

ところのお話もございました。道の駅というテーマの中では、やはり縮小していく、売

り上げが落ちていく。それを想定をして対応していくという、道の駅というスタイルの

とらえ方での発言をさせていただきましたけども、公社はやはりたくさんの部門を抱え
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ております。また、公益事業も抱えさせていただいております。そういった展開を踏ま

えていく中で、道の駅の厳しくなっている部分をいかにして農家の皆さんの所得を上げ

ていくか、販路を拡大していくか、この取り組みは、公社全体、運営事業展開というこ

との中での柱として取り組みを進めてまいるというところでありますので、この点につ

きましても午前中の説明の中で不足していた点かな、誤解を与えているところもあるの

かなと思いますので、加えさせていただきたいと存じます。

それから、前回の質問の中で御質問に沿って住民福祉の向上というお答えをさせてい

ただいたところでありますけれども、先ほどそれを踏まえて近藤議員から私の思いを地

域経営、自治体経営という視点の中での御質問がありました。

地域の資源を生かして町づくりを進めていく、そこに雇用があるというお話でござい

ました。まさにそのとおりでありますし、その思いを先ほどの杉谷議員の定住対策の中

でも加えさせていただいているところであります。まさにおっしゃるとおり、この大山

の地域資源を生かしてまちづくりを進めていく、そこが重要な施策のポイントであると

いうぐあいに承知しておるところであります。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 森田町長は、町長御就任以来、安心安全安定のまちづく

りということを掲げておられます。安心して住める町、そうであってもらいたい、そう

あらねばならないともちろん思うわけですけれども、残念なことではありますが、果た

して今、大山町は安心して住める町でしょうか。資本主義の日本でございます。継続的

に安定した収入、生活の糧が得られなければ、安心して生活することはできません。残

念ながら、今、地方の経済は大変疲弊をしておるわけでして、その中で若い人が働く場

所も決して多くはない。そういう状況の中で、若い人がどんどん県外に出ていってしま

っているというのは、まさに大山町では安心して生活できないそのあらわれではないで

しょうか。

きょう午前中の杉谷議員の質問に答える形で、町長なりあるいは未来づくり戦略室長

の答弁がありましたけれども、働き世代がどんどん減っていると。生産年齢人口と言い

ますかいね、２０年後にはこの現役の世代が大山町では半分になることが予測されてい

ます。そして、３０代の町民の半分が独身であると。このことから考えても、やはり今

の大山町ではなかなか安心して生活をしていくことが非常に難しいということのあらわ

れではないかと思いますけれども、この点、町長はどのように考えられますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員の御指摘の点は、非常に大切な事項だと思っておりま

す。

ただ、日本の現在の経済、こういう経済の中で、非常に全国的に厳しい経済環境にあ

ります。それぞれの企業が、それぞれの自治体が一生懸命、懸命のこの今の御指摘の人

口減少、あるいは経済の低迷、あるいは定住、取り組みをしておるところであります。
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その中において、大山町も非常に厳しい環境にあります。そういう状況ではありますけ

れども、やはり自治体としてできることから、やれるところから一つ一つ取り組みを進

めていく、そういうことであろうと思っております。それには当然また予算を伴うこと

でありますので、議会の皆さんの御理解や御承認を賜りながら、この取り組みを一つ一

つ進めているというのが現状でございます。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） できることから一つ一つやっていくということでありま

すけれども、できることから一つ一つやってるその時間の間にも、どんどん人は町外に

流れ出ていってしまっている。どんどん人が流出するそのスピード以上に、それをせき

とめる努力をしなければならないんじゃないでしょうか。

何度も同じようなことを言うようでえらい申しわけないですけれども、職員の皆さん

は公務員として身分も給与も保障されています。どれだけ景気が悪くなろうとも、町民

の暮らしがどれだけ疲弊しようとも首にまでなることはない。給料もせいぜい５％カッ

トぐらいです。私は、その職員の皆さん一生懸命頑張っておられることも十分承知して

いますけども、職員の皆さんが全力でこの大山町の大きな課題に取り組んでおられると

は、申しわけないですけれども、なかなかそういうように受けとめることはできません。

その最初に質問しておりました山陰道が開通後、どうやって商業の振興を図っていく

のか、大きな課題だと私は思っています。しかも、もう目の前まで来ている。確実に来

ている。後から追加で、いや、こういうことも考えていますというやなことも言われま

したけれども、そういうことを冒頭におっしゃらないというだけでも、本気で考えても

らってるんだろうかというふうに感じてしまいます。

ぜひ職員の皆さんお一人お一人やはり真剣になって、どうやってこの大山町の資源を

生かして、町民の皆さんが新しく起業するとか、ビジネスチャンスをつくっていく機会

を一つでも多くつくっていただきたいと切に思うところでございますが、決してすべて

を解決する案ではありませんけども、一つちょっとこういうことも検討してみたらどう

かということで、午前中、道の駅の上側、現在国交省が山陰道の建設事務所を置いてい

る場所にガソリンスタンドを持ってきたらどうですかという御提案をさせていただきま

した。山陰道は、現在の状況では西は島根県の宍道の方から東は鳥取まで、ガソリンス

タンドが沿線にはございません。新聞、テレビの報道を見ておりますと、山陰道の沿線

上でガス欠を起こす車も結構あるということでございました。町内のガソリンスタンド

の方もおっしゃっていましたが、時々油を積んで助けに行くことがありますよというこ

とを言っておられたわけです。道の駅の上の事務所がある場所は山陰道ができれば必要

がなくなると思われますので、そういうところにガソリンスタンドがあれば道路利用者

にとっても非常に便益がありますし、ガソリンスタンドに寄ったついでに道の駅で買い

物しとこうかな、ちょっとのぞいていこうかなというようなことも必ず一定程度はある

と予測できます。
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そうすれば、町長は道の駅、山陰道が開通後は減少するけども、そのほかで補うとい

う答弁をしておられますけれども、ほかで補う、ほかでもうけをつくっていくのは当た

り前の話であって、それはそれとして置いといて、今ある道の駅での利益を１円でも１

０円でもふやす努力、これはやっぱり必要なんじゃないでしょうか。私は、そういった

部分、両方、一挙両得という意味でもぜひあそこに、別に町営のガソリンスタンドであ

る必要は全くありません。国交省に交渉し用地を確保し、そこに民間の活力で、できれ

ば町内の事業者さんがやっていただけるのがベストだとは思っていますけれども、ガソ

リンスタンドがあれば町民のためにもなるし、道路の利用者のためにもなるというふう

に思うんですけれども、このガソリンスタンドを持ってきたらどうですかという質問に

関しては、午前中の町長の答弁ではいいとも悪いとも、検討するともしないとも述べて

おられず、国と調整した後考えるみたいなことのようですけれども、改めてこのガソリ

ンスタンドを誘致してくるという考えについて、町長の御感想なり御意見を聞かせてく

ださい。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員より、ガソリンスタンドということについての御質問

でございました。

午前中の質問の中でのお答えでも、国交省との調整中、国交省が管理しておられると

ころでありますので、そういった答弁をさせていただいたところであります。現在もそ

ういう状況でありますので、なかなかこう話を前に進めていくということにはなかなか

ならないというぐあいに思っております。

特に今の国交省の方で工事事務所として使っております今の施設については、以前に

も全線開通した後、施設が使われなくなったときには貸していただけないものだろうか

ということの申し出を、国交省の方にも口頭でしたけどもさせていただいた経過があり

ます。そのときにも今判断できる状況ではないということのお答えであり、まさにここ

に述べさせていただいたように国交省としても鋭意検討中という状況にあるということ

であろうと思っております。

そういった状況にありますので、踏み込んだお答えもできんところでありますけども、

スタンドというアイデアはこれはまた新しいアイデアかなというぐあいに思っておりま

す。ただ、それが実現するかどうかについても、あるいは可能かどうかということにつ

いても、全く今の段階でお答えできる状況にないというところであります。そのことを

もって、お答えにかえさせていただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 国は、今現在もう、何ぼだか忘れましたけども８００兆

円だか、今もう９００兆円ですかね、非常に大きな借金を持っています。当たり前で考

えれば、使っていない国有地、国有財産、利用目的のない国有財産であれば、即次々と

売却して財源に充てる、それが当たり前のことだと普通の人間は考えるわけですけれど
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も、不思議なことに国も霞が関には高級官僚の偉い人がいて、各地方に地方何とか局、

整備局だとか農林何とか局とか地方の国の組織がまたあって、そこからさらに倉吉出張

所だとか、何とか出張所とかがあって、結局道の駅の上もどうせ使わんがん、だったら

その地域の利益のために使わせてよと言っても、いや、財務省の許可がどうこうとかで

すね、何か難しいそうですわね、聞くと。担当の方に聞くと。それを何とかしていくの

がやっぱりその自治体のトップ、町長の熱意であったり、あるいは地元の国会議員の方

に協力をしていただくとかということもあろうかと思うんですけれども、まずはあそこ

をどう使うか、どう利用していくか、それに関しての町長の熱意一つではないかなとい

うふうに思うわけです。

国の方針を待ってからといったのでは、５年先になるのか１０年先になるのかわかり

ません。町長の熱意、今、近藤の提案を聞いて動いてみる価値があると思われるのか、

一生懸命やるほどの価値はない、ちょっと難しいかなと思われるのか、町長の感想をも

う少し聞かせていただけますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 私の熱意ということでございますけれども、以前にも国交省の

方にも声をかけさせていただいたというお話をさせていただきました。既に今ある国交

省の工事の事務所の施設、ここについても国交省としての考えやいろいろな計画等々が

あろうかなと思うところでありますけども、以前にお願いしたことを踏まえて、近藤議

員の先ほどの御提案といいますか御指摘を踏まえて、再度国交省の方にもその思いを伝

えたいなというぐあいに思います。

エリアの有効活用ということについては、やはり御指摘のように道の駅にとっても町

にとっても非常に大切な事案、場所だというぐあいに思っておるところであります。御

意見を参考にさせていただきながら、ちょうだいいたしながら、今後の取り組みにつな

げさせていただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 近藤大介君。

○議員（７番 近藤 大介君） 町長のお考えはわかりました。

以前にも、町として利用を模索した時期があったということが答弁の中にもありまし

たけれども、関係者に伺ったところ、大山恵みの里公社の事務所が今仮住まいなので、

道の駅にも近い今の国交省の事務所、ちょうどいい感じのプレハブだし、あそこをその

まま公社の事務所で使えたらなという話だったというように聞いております。

ただ、しかし主要道路の沿線、主要道路沿いの利便性の高い土地です。公社の事務所

なんて別にどこでもそう大して変わらんわけで、それによって町の経済に活気ができる

というような施設ではないと思いますので、ぜひ今後あそこを利用される際には、町の

商工業の活性化につながるような形でぜひ検討し、国に対しても要望していっていただ

きたいと思います。

そろそろ最後にしたいと思っているんですけれども、何に限らず一つでも多くのビジ
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ネスチャンスを、今現在商売を営んでおられる方が次のビジネスチャンスにつながるよ

うなもの、あるいは新規に新しく事業を起こしたい、起業したいと考えておられる人に

とってそういう意欲が持てるようなビジネスチャンスをつくっていくこと、商工会任せ

ではなくって、商工会と連携しながらやはり町もそういうことを企画したりとか実施し

ていっていただきたいと切に思うところでございます。

ことしの４月ですけれども、中海⋞宍道湖⋞大山圏域の市長会が新しく設立されまし

た。米子、境港、安来、松江、出雲、この５市に鳥取県西部町村会もオブザーバーとい

う格好ではありますけども加わって圏域の共通課題を解決し、圏域の振興を図っていく

ものと理解しておりますけれども、この市長会の事業の大きな柱の一つとして観光とい

うことがあります。改めて言いますが、米子、境港、安来、松江、出雲、５市だけで人

口が約６０万人います。６０万人生活する圏域を活性化させていくために、大山もやは

り必要だった。人口が１万８，０００人切れる町ですけれども、大山を外してこの人口

６０万の活性化はないというやはり地域の判断だったんじゃないかと思います。

これからの大山町のやはり活性化、特に商業の振興を考えていく上でも、やはりその

観光というところが一つ欠かせない大きなポイントだろうと思います。大山に来れば自

然も満喫できて、その中でおいしいものを食べられる。うまいもんを食べたかったら大

山においでよと。やはりそういう施策、ＰＲをもっとやっていく、外に向けてどんどん

発信していく、そういうことが必要ではないかと思います。町長も常々そういうことを

おっしゃっているわけですけれども、農林水産業を生かし、観光産業を推進して、この

圏域に人を一人でも多く次々呼び寄せていく中で、また新たなビジネスチャンスが生ま

れてくるのではないかと思います。そういうビジネスチャンスをふやしていくことを一

つでも多くやはり検討し、研究し、一日も早く施策として行っていく、そういう取り組

みが必要だと思います。町長のお考えはいかがでしょうか。また、それをやっていく決

意、熱意、聞かせていただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 近藤議員より、中海市長会の展開の中での大山圏域、オブザー

バーとしての西部町村会が加わったということの位置づけの中でのいろいろなお話をい

ただきました。

近藤議員、いろいろとこの大山を中心とした観光事業等々の展開、ビジネスの展開、

お話をいただきました。まさにそのとおりだと思っております。そして、その取り組み

を地域の団体の皆さんや、あるいは行政として広域的な立場の中で今、あるいは県を含

めて展開しているというのが現状であります。

６０万というお話をいただきました。まさにそのとおりであります。出雲から大山、

大山から出雲という一つの大きなテーマの中で、大山と出雲とのかかわり、そういった

ことも含めながら、このエリアの活性化をといういろいろな御提言、マスコミの方から

の発信もあったりしております。そういったことを踏まえながら、町としても御指摘の
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ように観光、そして交流、産業化というテーマをこの恵みの里づくり計画のもう一つの

柱として取り組みを進めているのが現状でありますし、その取り組みが一つ一つ展開を

しておるところであります。

大山を中心としますところの民間のお力をいただいての温泉の掘削事業展開、あるい

はスキー場の一体化、これも民間の資本力、力をいただきながら、今スキー場経営等も

少し安定しつつある現状もあります。さらには、香取からの分校を活用したものづくり

学校、議員一生懸命御提言いただきました山香荘の活用の問題、そうしたところも含め

て、この御来屋漁港につながる縦のラインの整備、大山の活性化、大山町の活性化、そ

の取り組みの柱としての観光交流産業化ということを、今一つ一つ議員の御指摘や御提

案もいただきながら、また御支援もいただきながら進めているのが現状であります。

ただ、御指摘のようにまだまだ十分でない段階ではあります。大山ツーリズムという

テーマの中で、大山のこの資源を生かした、山頂から日本海まである、そして農業、林

業、水産業あるいは歴史文化、そういったものを生かしていく取り組みとしての観光交

流産業、大山ツーリズムを進めつつあるところでありますけども、まだまだこれからと

いうところであります。それは住民の皆さんのやはり同じ思いを共有してもらったり、

同じ熱意を持ち合う者同士が集って大山活性化への取り組みをつくり上げていく、その

ことが今非常に大切になっているんだろうと思っております。

現在、行政の方でも取り組んでおりますその一つ一つの取り組みを、さらに住民の皆

さん、町民の皆さんと一緒になって汗をかいて取り組んでいくという取り組み、仕掛け、

それを強めていきたいと思いますし、議員の御指摘や、また活動も賜りたいと思ってお

ります。まさにおっしゃいますテーマを持って、大山町の特に観光交流産業化の推進、

それは雇用の創出ということにもつながりますし、起業化ということにもつながってま

いります。一生懸命取り組んでまいりたいと思いますので、これからのお力添えも賜り

たいと存じます。

○議員（７番 近藤 大介君） 一つでも多くの具体的な事業の実施を望みます。

以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） これで７番、近藤大介君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、９番、吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） それでは、通告に従いまして、きょうは１問質問させて

いただきます。教育委員長と町長に質問することになっております。

大山町における食生活改善の方向性はということで、現在、国においても大山町にお

いても、少子高齢化と生活習慣病の多発等で社会保険や国民健康保険への負荷が大きく

なっている現状があります。

これまでの日本の長寿を支えてきた食習慣が崩れてきており、また医療機関が行う生

活改善指導には保険点数や回数に限度があるため、熱心に指導する動機が薄いという現
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状があります。健康づくりや介護予防の観点から、町としても重要課題としてとらえる

必要があるのではないかと思います。

まず、一番初めに、大山町における食育について、幼、小、中の取り組みの現状と成

果をお尋ねいたします。

２番目に、次は町長ですけれども、町においては健康相談、介護予防教室等を推進し

ているところでありますが、町民を体の中から健康にして社会保障費を下げるという観

点からの食生活改善指導についてはどのように考えているのかお尋ねします。

そして３番目に、食生活改善には安心安全な食べ物を生産する農業も重要な役割を占

めると考えます。そういう観点からの補助金政策も必要ではないかと思います。また、

町民の健康に寄与することが社会保障費を少しでも下げ、一人一人の生産性を上げると

いうところで税収が上がっていけば、町の戦略として考えていけるのではないかと思い

ますが、次の３点について伺います。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） 吉原議員さんの大山町における食育について、幼、小、

中の取り組みのその現状と成果はという御質問にお答えをいたします。

吉原議員さんには、よくこの食育について熱心に取り組んでいただいてありがとうご

ざいます。

まず、町内の保育所ですけれども、保育課程の中に食育の推進というのを盛り込んで

おりまして、各保育所ごとに年間の食育計画というものを作成していろんな取り組みを

進めております。その食育計画の中で、子供の成長段階に応じまして、例えば給食の時

間には食前食後のあいさつをちゃんとするとか、よい姿勢で食べる、食器やはしの持ち

方など、まず基本的な食事のマナーの指導をしておりますし、それから食物の働き、ま

た体と食物の関係など、興味と知識をだんだんに深めていき、食と命のかかわりという

ものを理解していくことを目指しております。

保護者に向けましては、給食便りとか献立表などの配布をしまして、レシピの紹介、

給食サンプルの展示などを行って、保育所での取り組みというものを紹介しながら食の

大切さを伝えているところです。

毎月１９日の食育の日、その前後には子供たちに絵本とかあるいはエプロンシアター

を使って食の大切さとか食べ物の働きを教えたり、クッキングをして自分たちがつくっ

たものを食べる喜びを感じたり、つくる人の気持ちを大切にするそういった指導もいた

しております。

また、食育活動の一環といたしまして、各園では菜園活動を行いまして野菜やお米を

植えて育てて、また自分たちでそれを収穫をしてそれを食べたり、また地域の方やおじ

いちゃんおばあちゃんと一緒にちまきをつくったりもちをついたりして交流しながら食、

自然、物、人への関心を持たせ、動物とか植物とか自然の恵みに感謝の気持ちを持ち、

また日本の伝統の食にかかわる季節の行事というものも楽しむようにいたしております。
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また、小⋞中学校におきましては、早寝早起き朝御飯というものを合い言葉にいたし

まして、まず朝食をしっかり食べるその大切さというものを子供たち、また保護者の方

々にも啓発をしながら、正しい食習慣の定着、改善というものに努めているところです。

新しい学習指導要領にも食育の推進について示されたことも受けまして、現在、給食

の時間や学級活動の時間の給食指導に加えまして、家庭科の食事や調理といったこと、

また社会科の中では食料生産、理科では植物の育ち、また保健体育などでは病気の予防

など、さまざまな教科の学習に関連づけて食に関する指導というものを行っております。

また、以前にも御紹介をしましたが、食べ物や生産者への理解や感謝の気持ちを育て

るという観点から、町内の各小学校では地域の方々の御協力をいただきながら、農作物

を育てるというそういう取り組みも行っております。

さらに、児童生徒への指導だけではなくて、ＰＴＡが主催をして保護者を対象にした

給食試食会というものを実施したり、学校栄養職員や栄養教諭から家庭における食育や、

また正しい食事のとり方といったものの呼びかけも行うといった取り組みなども各学校

で行っております。

ちなみに、現在小⋞中学校の給食の地産地消の割合も今７０％を超えてきております。

目標としているところに到達をしてきたというところで、またさらに取り組んでいきた

いと思っています。

で、これらの取り組みがもうすぐにその食生活の改善として形にあらわれるものでは

ないかもしれませんが、各保育所や学校では子供たちの食べ物に対する興味や関心が高

まってきた。それからまた、好き嫌いをせずに食べようとする意欲も高まってきた。そ

れから、特に学校では残飯が少なくなってきたというような手ごたえを感じているよう

です。これらの食育活動を続けていくことで食べ物に対する感謝の気持ち、そういった

ものをはぐくみながら保育所なんかでおなかがすくリズムの持てる子供に、また食べた

いものや好きなものというものがふえていく子供、そして楽しく食事づくりだとかその

準備にかかわっていける子供、食べ物を話題にしたり、また健康な体をつくる源、食物

というのは健康な体をつくる源なんだと、そういうことを理解していける子供に育てて

いけるものだというふうに考えております。

そして、将来大山がもたらす恵まれた環境でとれたいろんな食材の魅力を理解してジ

ゲの味というものに誇りを持って、また男女に関係なくみずからも自分が食べるものは

自分で楽しみながらつくることのできる人になり、生涯健康で豊かな人生を送っていっ

てほしいというふうに願っております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 吉原議員より、２つ目の質問と３つ目の質問についてお答えを

させていただきます。

まず、食生活改善指導についての御質問でございます。

私たちが健康な生活を営むためには、バランスのとれた食事、睡眠、運動が重要であ
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り、特に体づくりや根幹をなす食事は栄養などバランスよく摂取することがすべての年

代の方々に大切であり、求められております。

しかし、日本人の食生活習慣の変化や高齢者の増加などによりまして、近年、糖尿病

などの生活習慣病、そういった有病者予備軍が増加をいたしておるところでありまして、

生活習慣病を原因とする死亡は全体の約３分の１にも上ると推計されております。３大

死因は生活習慣病から起因することが多いと言われておりまして、生活習慣病対策を行

うことは先ほどの病気の罹患を減らすということにつながるものと存じております。

生活習慣病対策として、特定健康診査また特定保健指導の制度、いわゆるメタボ健診

により、基準値以上の方には食事指導と運動指導をあわせて生活全般にかかわる指導な

どが行われているところでございまして、指導を受けなければならない方への枠組みは

でき上がっているところでありますけれども、このほかに町民の皆様が健康な生活を営

むため、適正な食事や運動、睡眠をとることへの意識づけや行動の習慣化など、今以上

に推進する必要があるものと認識をいたしております。

このうち、バランスのとれた栄養摂取の普及については、大山町食育推進計画の目標

として３食きちんとバランスよく食べようと定めており、各家庭や地域でその推進を図

っているところであります。この推進にはさまざまな組織、団体等がかかわっていただ

いておりまして、特に食生活改善推進員の皆様には家庭、地域での健康づくりの担い手

として大きな力を発揮していただいているところであります。今後も食生活改善推進員

さんを核といたしながら、保健推進員さん、地域の健康づくりにかかわっていらっしゃ

いますところの皆様と連携をとりながら、バランスのとれた食生活の普及に取り組んで

まいりたいと存じます。

３点目の安心安全な食べ物を生産する農業に対しての補助金政策についてであります。

安心安全な食べ物、これへの補助金政策が必要でないかということでございますが、

まず今日の日本農業の農畜産物生産に向けた取り組みは、安心安全な食物生産を実現す

るためにＪＡや関係機関、また生産者が連携をして、また情報を共有しながら懸命に取

り組んでおられる現状にあります。その中で、本町では環境に配慮し安心安全な農作物

を生産する農業への補助という観点からいきますと、環境保全型農業直接支払交付金の

交付、そして大山町エコ農業野菜周年栽培研究会への補助、さらには大山ブロッコリー

サポート会議への補助を行っております。

まず、環境保全型農業直接支払交付金についてでございますが、これは国が定めた交

付金でございまして、環境保全に効果の高い有機栽培等の営農活動に取り組む農業者に

対して支援を行う目的で、取り組みの面積に応じて国や県、町それぞれが一定の額を補

助いたしているところであります。

次に、大山町エコ農業野菜周年栽培研究会への補助についてでございますが、平成２

２年８月に設立されたこの研究会は、環境に優しいエコ農業により安心安全で付加価値

のある野菜の周年栽培によって農業の所得向上を目的とした研究会でございまして、こ
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の研究会の活動費に対して単町費で補助を行っているところであります。

そして、大山ブロッコリーサポート会議への補助についてでございますが、この会議

は環境に優しい農業の推進を行い、地域と調和のとれた安全で信頼の置ける大山ブロッ

コリーを生産をし、大山ブランドの強化を図ることを目的として、イメージだけの安心

から根拠ある安全へ、その取り組みとして生産者の皆さんが特別栽培農産物認証やエコ

ファーマー認証の取得、またＧＡＰ推進、そういった取り組みができるようサポートを

行っている組織でありまして、この組織に対しても単町費で補助を行っているところで

あります。

ただ、これら農作物すべてに対して補助金を出しているわけではございませんで、そ

れを補うために町の職員や県の農業改良普及所職員のお力など、またＪＡの職員さんの

お力もいただきながら、情報提供、技術指導などの人的支援も行っているところであり

ます。

食の安心安全に対する関心が高まっている今日、本町としても安心安全な農作物生産

を推進し食生活改善の一翼を担うことができるよう、これらの目的を持った取り組みに

対して支援を今後も継続し、取り組んでまいりたいと存じます。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 今、ここで私がなぜこの食について戦略としてとらえな

いかと言ったかと申しますと、まず健康保険税がかなり上がりまして町民の生活を圧迫

していまして、一般会計からも３，０００万繰り入れというような状況になっていまし

て、そしていろいろと勉強してみますと、まずアメリカで１９７７年ですけれどもマク

ガバンレポートというのが出ました。というのは、アメリカで上院議員の方なんですけ

ど、マクガバンという方は、最新の医学と莫大な医療費をつぎ込んでも現代病のふえ続

けるのはなぜかと思われたそうです。そして、根本的な対策を立てないとアメリカは病

気で滅んでしまうという危機感を持たれたそうです。それでですねアメリカの上院の栄

養問題特別委員会をつくられて、報告書を何年もかけて資料を集めたり研究されました。

その結果、がんや心臓病、脳卒中などに代表される現代病は欧米型の間違った食生活が

原因という結果を発表されたわけです。ですから、原因となる間違った食生活を改める

必要があるというのがその年に出されたマクガバンレポートの報告であります。長寿で

日本食がすごくブームになったのはそういう背景があるみたいです。

けれども、本家本元の日本が欧米型の方にどんどん近づいているという状況があって、

日本としては食育の基本法が２００４年に出されました。で、その食育基本法にのっと

って、学校では小中保全部食育の計画などを立てられたところだと思っています。

それで、まず教育委員長にお尋ねしますけれども、今の報告では、とりあえず今の食

育の方面ではどちらかといえば喜んで栄養あるものを取り入れるとか、献立表を配布し

たりレシピの紹介というところで食に対する感謝の気持ちをはぐくむ、そういう感じだ
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と思うんです。結局、保小全部ですけれども、中学校ですけれども、なかなかこちらの

方から積極的にかかわるという姿勢というよりは、学校の方に主体的に任せているとい

う状況ではないかと思います。確かに、食育は家庭教育の中で行われるのが筋だと思っ

ています。ただ、今の家庭環境とか時代の流れで核家族もふえ、日本の伝統的な食事も

なかなか受け継がれない状況が今あると思うんです。

そして、ちょうどきのう食育の行事がありました。大山町と福祉協議会の協賛で福祉

大会のボランティアフェスティバルがありました。そして、コウケンテツさんが来られ

ました。食の大切さも言われました。ただ、それを見たときに若いお母さんも結構おら

れました。このコウケンテツさんが有名でもありますしナイスガイでしたので、子連れ

のお母さんもたくさん来られました。今の赤井さんとどっちがナイスガイかという感じ

ですけれども、それでホールが全部満員になって立ち見があるぐらいでしたけれども、

結局はそこで終わってしまったんですよね。食育の勉強というのは、これからは安全、

また安全な食品をどうして選ぶかとかそういうことになってると思うんです。そういう

積極的なところで若いお母さん方が来られたんですけど、じゃ果たして、保育園でせっ

かくいろいろとたくさん催し物をしておられます。行事もしたり、よく検討して食育計

画表も出ていますけれども、そのお母さん方に実際に日本の伝統食とか日本食のよさ、

また安全安心な食べ物を使うということはどういうことか、そういうことのところのも

うちょっと実際的な実行してもらう、そういう取り組みが欲しいなと思うんです。

で、それは、やはり今のレポートにもありますように食がすごく大事になって、食べ

物から人間がつくられるというそういうところがあると思うんです。食育の基本なんで

すけれども、やはり家庭がきちんととらえてないと、保育園で一生懸命とらえられても

なかなか効果はないと思うんですね。

そこで、やはりいかに安全な食品を食べるということが大事かというところを積極的

に教育委員会の方でも食育という面でできるのか、積極的な指導ができるのかどうか。

でないと、極端なことを言うわけではありません、そんなに食費にお金をたくさんかけ

ろとかそういうことじゃなくて、かえって加工食品とか既製の食品の方が高くつく場合

もありますし、安全な野菜とかを使って手づくりする方が安い場合もあります。ただ、

忙しいので、全体主義みたいな、どうでも手づくりとか毎食毎食安全安心な立派な食事

をつくれというわけではなくて、バランスの問題である程度食事の大切さをつくる側の

保護者の方にいかに説得していくかというところでお聞きしてみたいと思いますが、ど

うでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 質問者に、町長でなしに教育長。

○議員（９番 吉原美智恵君） 教育委員長にお願いします。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 今、保育所などではこのように一生懸命食育について取

り組んでいただいていますが、保護者の方たちに、殊に若いお母さん方にどこまで家庭
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の中で実践をしていただけるか、忙しい中で積極的なそういったような食育の指導がど

こまでできるのかというような質問だったのかなと思っています。

もちろんいろいろな、この食育ばかりではありませんけれども、若いお父さんとお母

さん育てというのも保育所の非常に大切な役割だというふうに思っておりまして、いろ

いろな機会をとらえて研修会や講演会や勉強会のお誘いをしたりということをしており

ます。その中に、今のこの食についても、やっぱり切実なところもありますので取り上

げて行っております。

さらに詳しいことにつきましては、教育長よりお答えいたします。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 私も、昨日行われたのに行きて聞かせていただきました。や

っぱり幼児期の食べ物というのが、その味覚というのがずっと大人になっても続いてい

くということ、若いお母さんお父さんおられましたので、理解していただくといいなと

いう思いが非常に強くあります。

保育所も食育計画をきちんとつくっておりまして、それについて一生懸命やっている

わけですけれども、何といいましても３６５掛ける３分の１８０食です、給食というの

は。どうしてもそこのところの壁というのが、家庭にすぽんと入っていくようにどのよ

うにやっていくかということ、物に対する感謝の気持ちなんていうのは、私たちが小さ

かったときというのは食うものがありませんでしたので、食べるもんはみんな感謝して

食べにゃどうにもならなかった。きのうのコウケンテツさんの話ではチョコバーの話が

ありましたけれども、朝間チョコバー１本きり、昼２本食べ、晩は３つだといって。そ

れは大学生の話ですけれども、非常に極端かもわかりませんけれども、そういう豊かな

中で食べること、好きなものしか食べないとか、食べるのがおっくうみたいな形がある

というのは非常にゆゆしきことだないかなというふうに思っております。ぜひいろんな

形で、一朝一夕にはなかなかならんと思いますし、今本当に伝統食をきちんとやってる

のは保育園やいろんなところなんだないかなという、例えば人権交流センターでやって

おりますとか放課後児童クラブでやっておりますとか、そういったところだけしかなっ

ておらんのでないかなという気がしております。

ぜひ、前にありましたけれども、保護者の皆さんにも、あるいは町民の皆さんにも知

っていただくために、生涯学習大会でつくった１００％地産地消の３００円でできた食

べ物がこれでございます。サワラのマヨネーズ焼きとかブロッコリーのきんぴら、それ

から二十世紀ナシゼリーとかモズク汁だとか鳥ゴボウ御飯であるとか、これを３００円

で食べていただきました。やっぱりいろんな形での機会をとらえて、ぜひ楽しい食事、

家族一緒に食べる食事がやっぱり知⋞徳⋞体の根本を支えるんだということを、これか

らもずっと続けて皆さん方と一緒に考えていきたいというように思っています。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 時間に制限がありますので、教育委員長にはまたこれか
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らも前向きに取り組んでいただきたいと思いますが、続きまして食生活改善指導につい

てですが、その前に健康を保つための健康教室や健診、そういうものが大山町でもある

わけです。その中で、ほかの町では健診をたくさん受けてもらうために得点ポイント制

を設けたり、表彰やワンコイン受診というものを伯耆町、琴浦町などで始めているわけ

です。でもそれはそれですけれども、せっかく戦略として考えるならほかの町のまねを

することもありませんし、また予防の方が結局は一番健康保険税を少しでも下げる、町

民さんが同じ気持ちになればというところでそういう戦略的なことを私が言ってるのは、

ですから健康診断とかそういう健診もいいですけれども、予防の方に力を入れていただ

きたいというところで今一生懸命言ってるわけなんです。

それで今の健康相談についての２３年度の実績なんですけれども、回数は１２回で全

町民を対象として行っておられますけど、参加人数は１５人ということですね。また、

ヘルスアップ保健指導も特定健診受診者１，１３５名中１４．２％、回数９回。それか

ら２５名、対象のうち１５．５％というところです。これは別に今の関心が素直にそう

なんだろうと思います。これですね本当に食事は口から入って自分の体ができる、そし

てまた病気になってしまえばなかなか薬の投与とかで社会保険税も上がってしまう。そ

ういうところを考えれば、国民健康保険もですけれども、そういうところで町民さんが

本当に自分の体を自分で管理して、それがまた大山町にとっても大山町の財政を健康に

するんだというそういう意識づけができれば、自然とこういう健康相談もヘルスアップ

保健指導というものもふえてくるんだろうと思います。そこの動機づけを頑張っていた

だきたいと思うんですけれども、実績がないといけないと思うんですけれど、私自身が

ある家庭の話をします。本当にあった怖い話です。

そこの家庭は、男性が６０歳前にして会社がなくなりまして家庭に入りますしばらく。

そして、食事をつくったり自分で買い物をするようになりました。そこの奥さんは逆に

外に出ることになりまして、楽になったと、そういう気持ちもありまして任せておりま

した。その人は学校もちゃんと出てずっと出ております。で、見ますと買い物の状況を、

それまでそこの奥さんはカップめんは買いませんでした。何となく危ないなという気持

ちもしておりましたし、だから珍しくて毎日昼カップめんを食べておりました。それか

ら、夜の食事も揚げ物がよくいつも出ておりました。そういう生活が続いて、甘いもの

も食べており、ストレスもあったかと思うんですけれども、何カ月かたって健診に行き

ましたら糖が上がっておりました。びっくりすることに、それまで何十年もずっと家庭

管理して病気していませんでしたのに、そこの家庭の男性は糖尿病になってしまいまし

た。別に病気になるのはほかにも引き金がありますから病気の人を今責めてるわけじゃ

なくて、本当にあった話ですので、結局はすごく痛感したんですけど、本当に食べ物っ

て大事だなと思ったわけです。でカップめんも、別に１週間に１回ぐらいならいいと思

うんです。か、インスタントラーメンだったら、野菜を入れるというふうに私はしつけ

てきましたけれども、何も全部玄米を食べろとか野菜だけ食べろとかそういう極端な話
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ではなくって、本当に偏った食事をするとそういうことになるという見本でした。

ですので、それで健康保険を使わなければいけない。私自身は何年間か健康保険証は

使っていませんから、そうはいっても同じ家庭の中で使っている人もいる、そういう状

況です。ですので病気になってしまってからでは遅いし、病気になるのもウイルス性が

あったりほかのこともありますから今病気の人を責めてるわけではなくて、本当に病気

予防に力を入れる方がいいのではないかなと実感したわけですので、そういう観点から

ですね、取り組み方を考えていっていただけたらと思うんです。その点はいかがでしょ

うか。町長にお願いします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員の方からいろいろとお話をいただきました中で、整理

してみますとやっぱり町民の皆さんにできるだけこの食についての意識づけ、そういっ

たことを広げていくということかなと思って聞かせていただきました。

事例の中にもありましたように、既に食に対してのいろいろな知識やものを持ってお

られるとするならば、逆にそういった食に、あるいは買い物にはならなかったのかなと

思ったりするところでありますけども、いずれにいたしましても町としてもいろいろな

食育を含めて食生活改善推進員さんを通じて食に対してのいろいろな取り組みを進めて

おります。生きている以上、毎日口にするものでありますので、その口に入るもの、食

事がすべてやはり健康に結びつくものであると思っております。

先ほどのお話の状況を聞くと、やはり高カロリーというようなところからそういった

生活習慣病に近づいていったのではないかなというぐあいに思いますけども、町として

の大きな柱としての取り組みは、いわゆる食育の推進計画をもとにして各課でいろいろ

な取り組みをしております。保健課もそうですし、農林水産課もそうでありますし、教

育委員会もそうであります。そういった各課の連携の中でのいろいろな食育の取り組み

をしております。

ただ、その取り組みが先ほど例として述べられましたようにすべての住民の皆さんに

行き渡っているかということについては、なかなかまだまだ十分でない状況にあります。

たくさんの方々にこの食についての学習をしていただく、そういった機会をつくってい

くということは大切ですし、その啓発を広めていくと啓発活動を展開していくというこ

とが必要であろうと思っております。

１点は、昨年からですけれども、保健推進員さんと福祉推進員さん合わせての連携を

した集落での取り組みということでの活動の支援事業をスタートいたしました。保健推

進員さん、これはまさに疾病予防、病気の予防がテーマでありますし、福祉推進員さん

は介護予防ということであります。集落の中で、やっぱりこの食に対して、あるいは介

護に対して、そういったことに関心を持ってもらって、家庭に帰ってもらってからその

学習をされたこと、あるいは意識を高めていただいたことを家庭からスタートしてもら

うようにというような思いの中での展開がこういったところでもあります。
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町民の皆さんにどのようにして意識づけをして、食が大切ですよということを伝えて

いくのか、あるいは取り組んでいただくのか、ここが大きな私は柱でないかなと思って

います。若いお母さんお父さんを中心とした学習の機会、あるいは生活習慣病という私

たち年配の者にとっての勉強、そういった機会をたくさん持っておるんですけれども、

そこに住民の皆さんの学習に徹底して伝わっているのかなという部分があるとするなら

ば、そこをもう少し知恵を出しながら、また住民の皆さんや生活改善員さんのお声もい

ただきながら展開していけたらなと思っております。

１点だけ、食生活改善推進員さんは食に対しての養成講座があって、年７回ぐらいで

しょうか、講座を持ってもらうことによって食生活改善の推進員さんになっていただく

ことになります。これは話を聞いてみますと、まず自分が食に対して意識を持って、知

識を持って、まず自分の家庭から始めたいなという思いで参加をしていただく方がたく

さんあります。そしてその方々が１年間習得してもらった知識を、今度は地域の方に広

げていっていただく。そういった会でありますし、大山町内に４００名ぐらいでしょう

か、たくさんのメンバーの方があります。そういったたくさんの方々の知識や財産を生

かしていくということが、これからも必要かなと思っているところであります。これか

らのまた御指摘も賜りたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 私が先ほどから戦略と申し上げていますのは、そんなに

４００人も食生活改善推進員さんがおられる、すごい団体です。いつも文化祭とか、き

のうの催し物も豆腐を使ったドーナツを一生懸命つくって裏方をされておられました。

売るのは二、三人。私が申し上げたいのは、戦略とすれば共催で昼から食育大会という

ことではなくて、本当に戦略とするならば１日をかけてでもするべきであって、そして

コウケンテツさんみたいな有名人がせっかく来られて、それは社会福祉協議会の力であ

るかわかりませんが、後ろまで人がたくさん来られたときにそこの講演で終わるんじゃ

なくて、食生活改善推進員さん何十年もやっておられる方もおられます、会長さんもお

られます。そこで食の大切さを講演してもらったり、そういうこともできると思うんで

すね。それからまた、もったいない話だと思うんですけど、一生懸命裏方でつくってい

ます。文化祭でもそうです。じゃなくって、若いお母さん方に向けて伝統食のつくり方

を説明してもらったり、そういう。ただ講演を聞いて帰るんじゃなくて、やはり行政と

してももうあと一押し、行政も熱を入れてるんだよというところが見えるような、そう

いう催し物であってほしいと思うんです。

ですので、サイドの方でこういう食品表示の紙を配っておられました。これも全体に

配ったらいいのに、ないんでしょうかねとか、ただもらった人はもらった。食育クイズ

も受けました。中学生が花丸をつけてくれましたけれども、１０問正解でしたけれども、

これは自慢したくて言ったわけじゃなくて、二、三問は当てずっぽうが当たったぐらい

なことですけれども、ただ、いいことが書いてありました。裏にはちゃんと食品添加物
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の問題とか大山ブロッコリーの栄養価の問題とか、全部いいことが書いてあります。こ

れも皆さんにやってもらうような、そういうただ希望者でなくって。そういうところが、

戦略として積極的にやってくださいというところはそこなんですよね。

ですので、本当に講演会はよくやられます。食育もイベントはよくされますけれども、

もう一つ突っ込んだ取り組み、皆さん町民を巻き込んだ取り組み、そういうものを工夫

してもらいたいと思うんですが、町長、簡単にこのことをお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当課の方から少し加えさせていただきたいと思いますけども、

御指摘の点については本当によく思いがわかります。一つのイベントあるいは催し物を

する中で、やはりその効果をいかにして広げていくか、あるいは継続していくか、そこ

にどれだけ仲間をまたふやしていくかという視点のお話かなと思っております。

一つの御指摘をいただきました。そのことを踏まえて、担当課の方から少し述べさせ

ていただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） 御質問にお答えさせていただきます。

食育フェスタ、昨日行わせていただきましたけれども、この大会は社会福祉協議会と

共催でやりました。先ほど御指摘のありましたように食育大会ということで、やはりそ

れで一本でやってはどうかということもありましたけれども、やはり町民の皆さんに食

育という大切さをあらゆる場面で実施していくということで、これは先ほどの食生活改

善推進員の方と一緒になって、やはり大きな大会も含め小さな地域からの推進を図って

まいりたいと思います。いろいろな方策はあるかと思いますので、御助言なりをいただ

ければと思います。よろしくお願いします。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 続きまして、農業の関係に移りたいと思います。

食物から体ができるという観点からしましても、安心安全な野菜というのは結構皆さ

ん関心を持っている時代ではないかと思います。エンゲル係数が高い我が家でも、やは

り外国産となるとやっぱり後ずさりをしてしまいます。タケノコなんかも中国産が多い

んですね、ゆでたものは。でも、なかなか出元がわからなかったり、どうしてつくられ

ているのかわからなかったら買いにくいです。というのは、病気になったらもっとお金

がかかるからです。ですので、そういう点から農業というのは大事だなと今思っている

わけです。

そして、大山町では１万８，０００人弱の町民です。町民の皆さんとまた農家の皆さ

んが一致団結すれば、安全でおいしい野菜を食べて健康な体ができて、そして健康保険

税が下がる町なんていうことになればいいなと思うんですけれども、その点について、

いろいろと補助事業はされているみたいです。エコファーマーもおられますし、エコ農

業野菜周年栽培研究会というものもありまして、町長が力を入れておられますけれども、
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実際の会員数が２３年度は３０名、２４年度は２９名というところですね。本当に大山

ブランドで特出したものは大変だと思うんですけども、大山町全体でできる野菜がある

程度減農薬とかそういう特別栽培だぞということになると、それがそれで大山ブランド

になるのではないかと思うんですけれども、そのエコ農業野菜の会員数はもう少し広げ

るというそういう手だてはないのかということを聞きたいと思います。

それもやっぱり町民意識で、町民の方が大山町の野菜が安全だというところで、町外

もですけれども買っていただければまた広がってくるのかと思うんですけれども、その

人数に対しての御意見を伺いたいと思います。

また、ブロッコリー井戸端会議もあります。ブロッコリーは本当に栄養豊かでいい野

菜だと思いますが、それがまた大山町のブロッコリーは特別栽培農産物が多いぞとかそ

ういうことになれば、大山町のブランド意識が出てくるんじゃないかと思うんですけど、

それについては今１９名です。そういう今広がりはこれからだなという気がしますが、

その点についてはどうでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員の方から、農業の生産についての御質問をいただきま

した。

エコ農業の関係、野菜の周年栽培の研究会２９名ということについての御質問であり

ますけども、基本的にはこの研究会は野菜をエコ農業というとらえ方の中で、周年の取

り組みをしていく中でみずからの所得を上げていこうという方々がメンバーとして、会

員としておられるところであります。

人数がこれからふえていくのかどうかということについては、そういったみずからの

野菜生産の中でエコ農業、特に減農薬であったり、あるいは土づくりをしっかりやって

いくという視点で、それをすることによって販売する野菜を付加価値を高めた形で売っ

ていきたいなという思いの方々ということでありますので、そういった方々がさらにふ

えていけばいいのかなというぐあいに思っておりますけども、これは取り組みを進めて

いく中で生産者の方々それぞれの思いでやっぱりやっていかれることだろうと思ってお

りますので、この研究会の動向ということについては、そういった趣旨を持って取り組

んでおられる方のまずは会のメンバーの充実、活動の充実がまず第一かなと思っており

ます。そういったところから、さらにメンバーが広がっていけばいいかなと思います。

また、ブロッコリーの方のサポート会議、これも特別栽培の取り組み等もありますけ

れども、これの認証についても９名ということでありますけれども、これも同じブロッ

コリー、安心安全のブロッコリーをつくっている。その上で、さらに付加価値を高めた

ブロッコリーを生産をしていく中で消費者の方がそれを求めて、高くても求めたいとい

う方々への対応ということであろうと思っております。

いずれにしても、安心安全の生産といいますのは、今、日本で取り組んでおられます

農業者の皆さん、大山町内の農業者の皆さんもそうだと思いますけども、まずはそこが
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基本であります。その上で、さらに付加価値がある、あるいは相対をする中で求められ

ている方々にそういったこだわりのつくり方を提供したいという取り組みが、こういっ

たエコファーマー認証制度にのった取り組みかなと思っておるところであります。

いずれにしても、安心安全な農産物、畜産物を提供するということは生産者にとって

の大きな使命でありますし、取り組みであるということを改めてお伝えしたいと思いま

すし、その取り組みが進んでいるということでございます。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 先ほどから戦略としてくださいって町長に申し上げてい

るんですけども、戦略となると今の補助金に加えて、補助金はありますけれども、とに

かく農業というのは私はほんのかじってるぐらいで恥ずかしくて言えませんけれども、

いろんな天候に左右されたり簡単に減農薬と言いますけど大変なことだと思ってるんで

す。ですので、そういう大山町はブロッコリーだけでなくて白ネギもあります。ピーナ

ツもぼちぼち、コンニャクもつくり始めています。それが減農薬とか、せめて５０％ぐ

らいの減農薬野菜だったらどんなに消費者もいいかなと思うんですけれども、そういう

大山町の中で、大山町でできる特産物のその努力された減農薬とかそういう努力された

ことに対しての見返りでもありませんが、そういう助けるという観点から、せめて道の

駅とか大山町の野菜を売るところ、コープの野菜売り場あります、大山町の方が出され

るとか、町内の野菜を売ってる店に町産品のその野菜のその努力された減農薬とか、エ

コ農薬の農薬だけでなくって有機栽培とかそういう努力された方に対しての展示すると

きの手数料の補助というところをすると、ちょっと戦略になるんではないかと思います

が、その点はどうかということと、それについてどうでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 戦略という言葉を使われますけども、なかなかそういった形で

の対応は難しいのではないかなと思っています。いわゆるエコファーマーという認証制

度、これは品目が定まっていまして、こういう栽培、こういうやり方、それをクリアす

ることによって認証制度、認証マークを与えられるというようなやっぱり制度がありま

すので、そういった制度をひとつ活用する中で、付加価値のある生産体制かなと思って

おります。

もう１点は、皆さんそれぞれがやはり安心安全の農産物という思いは持って生産され

ているところであります。大山町のブランド品、あるいは恵みの里公社が販売展開をさ

せていただく中で、大山の産品ということについては非常に消費地の方からもニーズが

あります。大山イメージ、大山恵みの里公社から出しているいろいろな産品を、たくさ

んの農家の皆さんがこだわりをつくりながら、こだわりを持ちながら販売されていると

いう状況があります。そういった販売、いろいろな品目をトータルとしての大山ブラン

ド品としての販売戦略もあるんじゃないかなと思っております。

ただ、その中に、こういう形でつくっているから補助金をということにはなかなかな
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じまないものがあるのではないかなと思っておるところでありまして、販売をしていく

形の中での議員おっしゃいます戦略というとらえ方で取り組んでいくことかなというぐ

あいに思っておるところであります。一方では、決まった制度にのっとっての認証制度、

そこでそこに取り組んでいく方にとっての支援はしていくということかなと思っている

ところであります。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） わかりました。

時間がなくなりましたけれども、最後に私が申し上げたいのは、大山町だからできる

というところで、難しい厳しい農薬とか有機栽培は条件がありますので、そこまではな

かなか難しいとは思うんですけれども、大山町の皆さんが食べ物の大切さを自覚して消

費する方もつくる方も自覚していけば、私たち主婦、また私たちだけでなくて料理をさ

れる人はですね、今のイメージは白ネギとかブロッコリーはたくさん農薬を使うんじゃ

ないかとか、そういうイメージもあったりするんです。だけど大山町は頑張ってそんな

にたくさん使わんよということなら、それで緩いのでいいですから、せめてほかの町と

かほかの人がつくるよりは大山町でつくってる作物はある程度安全だよとかそういうこ

とになって、それを食べて別に、２番目の続きの話があるんですけれども、そのある家

庭がその糖尿病になってしまったと。それでそれは家庭の責任でもありますけれども、

また調理する人がかわりまして野菜もたくさんとるようにして気をつけました。そして

揚げ物も少なくして加工品は食べさせず、冷凍食品も余りないようにしました。普通に

手づくりのものを食べておりましたら改善しました。

というところで、大山町には魚もおいしいのがあります、お肉も大山町産は……

（「皆さん、静かにしてください」と呼ぶ者あり）牛、鳥、豚、たくさんあります。大

山町からできております。牛乳も大山町からできます。本当に野菜も大山町もちろん大

山町産ができますので、戦略としてこれは日本で最もおいしく健康な食べ物の町大山町

とかって、そういうのでもいいんです。余りよそにないことをするということも大事か

と思うんですけれども、そういうふうに１万８，０００人弱だからみんなの気持ちを一

つにして、大山町が戦略として健康な人がふえて余り健康保険税が上がらない、そうい

う町にするということも、そういう戦略というのも考えてみてはどうかと思うんですけ

ど、最後に町長の考えをお聞かせください。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員の思いはよくわかりますけれども、まず誤解があって

はいけないなと思いますのは、本当に大山町の農業にかかわっておられる皆さんそうで

ありますけども、白ネギにしてもナシにしてもブロッコリーにしても米にしても安心安

全な農産物、畜産物、これを生産をするということで、限られた例えば農薬でも基準の

範囲内の中で、あるいはそれは少なくして一生懸命取り組んで、安全な農産物を提供す

るというその使命のもとに取り組んでおられるのですよということをですね、まず改め
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ておつなぎをさせてもらいたいと思います。そういった農協にしても、あるいはいろい

ろな団体にしても定められた中での取り組みであるということを、改めてどうぞ御周知

願いたいと思いますし、努めて農薬等々については減じていくという姿勢は、農家の皆

さんすべてがお持ちであるということをお伝えをさせていただきたいと思います。

その上で、先ほどそういった思いを述べられたところでありますけれども、つくって

いく過程の中で大切でないかなと思っていますのは、私は土づくりであると思っており

ます。農薬云々という問題については、もう農家の皆さんそれぞれが努力をして使わな

い方向の中で減じていくということでありますので、逆にできた産物がもっともっと豊

かな含みのある、あるいはうまみのある産物になっていくには、やはりこの大山町の土

を生かした生産ではないのかなと思っております。やはり有機堆肥、そうしたものを適

量使いながら土をしっかり育てて、確かな健康な土の中から生産物が生まれてくる。そ

こに大山の豊かな水が、空気が、自然がマッチして、非常においしいものが生まれてく

る。黒ボクあるいはそれぞれの土地柄の中から、ブロッコリーが生まれたりナシが生ま

れたり、あるいは芝自体もそれに適したところに生産されているわけでありまして、こ

の大山町の土自体、適地にそれぞれの産物が今育っているということでありますし、さ

らにそれをしっかりとした土づくりを徹底していく中で、さらに付加価値のある大山の

農産物という位置づけになるのではないかなと思っているところであります。私の思う

ところを述べさせていただきました。

○議員（９番 吉原美智恵君） 議長、済みません、先ほどの発言で１つ訂正をお願いし

ます。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（９番 吉原美智恵君） 済みません、ちょっと誤解を生んだと思いますが、白ネ

ギ、ブロッコリーは農薬をたくさん使うというイメージが私たちは持っていたんですけ

れども、質問をするに当たって勉強に行きまして、課長との話の中では大山町もですけ

れども今どきたくさん農薬を使ったりする白ネギとかブロッコリーは余りないですよと

言われておりました。ですから、大山町でそんないっぱい使っているというふうに誤解

されてはいけなくって、そういう今の時代はもうかなり農薬も使わないようになってい

るけれども、さらにという、さらに大山町産はもっと高めるという意味で言わせていた

だきました。済みませんでした。

○議長（野口 俊明君） いや、吉原議員、訂正ならきちんとわかりやすい訂正をしてく

ださい。

○議員（９番 吉原美智恵君） 大山町というか……。

○議長（野口 俊明君） 何を訂正されるのか。

○議員（９番 吉原美智恵君） ブロッコリーと白ネギにたくさん農薬を使うという私は

発言をしてしまいましたけれども、今の時代はここの大山町でできる野菜がそういうふ

うに思われたらいけないので、たくさんそんなに今使っていませんよということを課長
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から聞いておりましたけど補足が足りませんでしたので、そういうところです。

以上です。以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） これで吉原美智恵君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１４時５０分といたします。

午後２時３８分休憩

午後２時５０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次、１１番、諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 諸遊壌司でございます。

私はというより私たち議員は、そしてもちろん町長もですけども、４年の任期があと

わずか１０カ月ほどになりました。私のこの壇上から町長、教育委員長、教育長そして

執行部の皆様に一般質問を通して追及するのもあともうわずかになりました。心を込め

て、愛を込めて、町民の代弁者として、町民の皆様の視線で意見を述べたいと思います。

よろしくお願いします。

さて、今回、私はさきの３月議会の一般質問に引き続きまして、大山恵みの里公社は

いずこへと題して町長の考えをただしたいと思います。

今から５年前、２００７年８月の１日、安全でおいしい大山町の食を流通させ、生産

者のさらなる意識向上、所得向上などを目的に、大山恵みの里公社が設立されました。

そして、この公社設立は合併した新町、新しい大山町のシンボル的な事業として位置づ

けられ、重要な施策でございます。特に公社が運営する農産加工施設に関し、これまで

の実績から町民の関心も非常に高く、経営状況や今後の事業展開、運営を心配する声も

多々聞いております。町長が相当な期待をし迎え入れられました岡崎前専務理事も３月

末で退職、まっ、辞職され、これからの農産加工施設を含めた公社全体の行く末を案じ

る中、大山町長の立場として次のことをただしたいと思います。

まず１点、公社設立から現在まで、設立目的に合う事業展開と実績を残せてきたのか。

多額の税金を支出する首長として、その評価はどうなのか。

２点目、町長の考える産地商社とは何か。生産者の意識向上とモチベーションアップ

との関係はいかがなものか。

以上、ただしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員より１問質問でございました。大山恵みの里公社はい

ずこへという質問についてお答えをさせていただきたいと思います。

まず、１点目の公社設立から現在まで、設立目的に合う事業展開と実績を残せてきた

のか。多額の税金を支出する首長としての評価はという御質問についてお答えをさせて
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いただきたいと存じます。

設立公社の目的は、議員御周知のとおりだと思います。大山町の農林水産分野におけ

る１次産品、特産品あるいは加工品などの活用によって、その流通を拡大をさせていっ

て外貨を稼いでくる。そういった取り組みと、その事業を通じて雇用の創出の集中支援

を行うということであると、平成１８年１０月に策定いたしましたところの大山恵みの

里づくり計画に明記をされております。

政務報告でも触れましたとおり、公社事業に関しましては私が理事長に就任して３年

目になるところでありますけれども、初めて公社全体としての黒字の決算となりました。

もちろん公費を投入する中での状況ではございます。

さて、道の駅とみくりや市の物販についてでございますけれども、これは町内産品の

販売拠点としておおむね順調に収益を上げているところでありますし、道の駅の食堂部

門も町内産品や農産加工場の製品を原材料として利用しながら、売り上げ、収益とも堅

調に推移をいたしているところであります。このことは、公社役職員一丸となって取り

組んできた成果である、結果であると認識をいたしております。

また、平成２３年度の収支決算には、売り上げ以外の収入として道の駅の指定管理料

１，２３０万円、農産加工場運営委託料２，１４０万円、合計で３，３７０万円を含ん

でいるところでありますが、大山町内の生産者あるいは事業者の皆さんと公社との町内

産品の直接の取引額、公社から直接生産者の方々へ還流したお金、振り込みをしたお金

というぐあいに理解していただければよろしいかと思いますが、これは委託販売及び直

接仕入れを合わせて約９，４００万円、また町内産の原料を使ったところのピーナツで

あったりこんにゃくであったりあるいはそば、そういったメーカーからの仕入れやナシ

やメロン、ブロッコリーなどあるいはネギなどＪＡ経由で仕入れた金額を合わせますと、

大山町関連商品の仕入れの総額は約１億３，０００万円となります。取扱額としては、

町委託料の４倍近い金額を生産者の皆さんに還元することができたと存じております。

また、３０人を超える雇用の現状にあります。

なお、公社全体としては、公益事業を含め公費を投入しつつ事業運営をしていく現状

にありますので、今後も山陰道名和中山道路の開通というマイナス要因も見据えながら、

道の駅やみくりや市の情報発信力、集客力、収益力を高めると同時に、赤字の部門であ

りますところの流通、通販あるいは加工所、これの収益力をつけることが最重要課題で

あると認識をし、自立に向けてその取り組みを進めてまいりたいと存じます。

２つ目に、町長の考える産地商社とは何か、生産者の意識向上とモチベーションアッ

プとの関係はについてでございます。

大山恵みの里公社の産地商社機能は、大山町産品の販路開拓や新商品の開発、既存商

品を磨き上げてそれらを有利販売すること、またそのような取り組みを行う町内の生産

者の方々や事業者の皆さん、これを支援することであると認識をいたしております。

産地商社として、生産者の皆様に直接的、間接的に利益をもたらすよう、収益事業と
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また公益事業のバランスよく取り組んでいくことで信頼される組織を目指していくとい

うことが、この大山恵みの里公社に対する意識の向上とモチベーションアップにつなが

るものと確信をいたしているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） さきの３月議会におきまして、退職されました前の岡崎

専務が台湾、シンガポールに回数で６回、日数で延べ６９日、費用で約２５０万。これ

は事実でございますけども、それを３月議会に言いまして、今は生で放送がありますし、

ビデオを何回も放送されます。また、議会報も出します。たくさんの町民の皆様から、

これはどういうことだ、一体どういうことだ、もう１人や２人じゃないです。５人６人

じゃない、１０人２０人、二十二、三人、本当にたくさんの人が私に問い合わせがござ

いました。

で、町長も、もう各、本庁もですけれども、町長の聞く耳ボックスですかいね、目安

箱がございますけども、そういう声を町長は直接聞かれましたでしょうか、まずそれに

お答えください。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の方から御質問をいただきました。

メディア等々を通じて放映されるところでありますので、また議員からも殊さらに強

調して発言をいただいたということもあろうと思いますので、そういった反響があった

のかなというぐあいに思っておりますが、私の方にはそのようなところのことについて

記憶がないところであります。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） せっかくね、町長、聞く耳ボックスですか、町長に直接

町民の声を投書する箱に１通もなかった、町長は知らない。この担当はだれなの、総務、

企画ですか。企画課長、どうなんですか、なかったですか、それに関しての町民からの

質問は。企画課長に聞きます。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当課長の方から述べさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 野間企画情報課長。

○企画情報課長（野間 一成君） ただいま記憶しておるところではございません。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 私は本当にたくさんの人から、町民の方からおしかりと

いうか疑問というか、そういう声をいただいたですけども、肝心かなめの町に、行政の

方に一つもなかったということは、マイクはどこかな、町民の皆さんは何を考えておら

れるだあか。不思議に思ったら、ぜひともそういう聞き耳ボックスに出してほしいわと

思っております。
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そこで、もう結果論、６回、６９日、２５０万使われた。これは結果論で、いいとか

悪いとか、私は悪いと思っておりますけども、町長は必要だったと答えておられますけ

ども、それでその後、台湾、シンガポールに物が売れているのかどうなのか、お答えく

ださい。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の方から御質問をいただきました。

６５日ということや金額のことをお話をされるところでありますけども、６５日のそ

ういった出張があったということ、それは前回の議会の方でもお話をさせていただいた

り、また公社の方の、私は今、町長という立場でありますけど理事長ということもあり

ますので加えさせていただきますけども、そういった展開をしていく中で海外の方から

のいろいろな取引先のお声がかりや展開がある。事業が、新しい事業が進んでいく中で、

そういった声に対応しながら進んでいったという状況の中で、この結果であったという

ぐあいに思っております。

ただ、申し上げたいのは、１年３６５日あります。その中で、御指摘の６０数日とい

うお話もあろうと思いますけども、残された三百数十日、３００日、彼は彼なりに一生

懸命公社の役員として、２１年あるいは２２年、公社としての事業の赤字を出してきて

おりました。２３年において、何とかそういった公社としての赤字の形にならないとら

え方の中で、一生懸命３００日務めていたと認識をいたしております。結果として、こ

のたび御報告をさせていただきますように公社としての事業の展開、過去にあった累積

の赤字的なものもクリアをして、黒字化という状況をもたらしてくれたというのも現実

であります。いろいろな販売、販路拡大、販路開拓、国内ももちろんそうです、国外と

いう場面の中での展開もありました。１年間精いっぱい努力をしてくれて今日の結果が

あるということも、これは町民の皆様にこの場をおかりして、議員のこの御指摘な部分

も含めて、あわせてそういった公社の事業、２３年度の決算を迎えたということもあわ

せて述べさせていただきたいなと思い、時間をいただいたところであります。よろしく

お願い申し上げます。（発言する者あり）

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 失礼しました。

現在、２４年度に入って４月、５月、６月と３カ月経過しておるところでありますけ

ども、今現在のそういった動きということについては進んでいないというところであり

ます。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 確かに町長の今議会の政務報告にも、また今の答弁書に

も黒字になったよと、３年ぶりにやっと黒字になったよいうことを報告書をいただいて

おりますけども、それはまた後から追及することで、つまり町長、あなたは確かに岡崎

専務を買っておられます、評価しておられます。そういうところもあったかもしれませ
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ん。

だけども、いいですか議員の皆さん、６９日、２５０万使って、今、４月、５月、６

月、１円も売れてない現状なんです。町長は３月議会のときに、理事会も評議員会も承

認したんだと。国外も国内と同じスタンスで大山ブランドの販路拡大に頑張るんだと、

こうおっしゃいました。ならば４月、５月、６月、１０万でも２０万でも１００万でも

２００万でも売れていて当たり前じゃないですか。それを全然ゼロ、売り上げがないと

いうことは、むだな投資だったと私は、私というか町民の皆さんが仮に思われても仕方

がないじゃないですか。これは町長が答えるの、齋藤専務が答えられるの、答えてくだ

さい。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の御質問に私の方から答えさせていただきます。

諸遊議員も事業を展開しておられる方でありますので、質問をされる中で逆に御承知

のことでないのかなというぐあいに思います。商業、事業の取引といいますのは、出会

ってすぐビジネスにつながる場面もあると思います。ただ、それがまだ継続するかとい

うことについても、これは年を追って広がっていく場面もあると思いますし、停滞して

なくなってしまう場合もあると思います。それは議員もいろいろな事業を展開していか

れる中で御承知のことと思っております。

また、一つの事業を展開をしていく中で継続性ということにつながれる、ポイントと

してはそこに私は信頼関係であると思っております。一過性の出会い、そこからビジネ

スが展開していくということはありますけれども、それを継続して、あるいは一つ一つ

着実に展開をしていくということには、いろいろなつながりあるいは機会、そういった

ことも大切にしながらさらなるビジネスにつながっていくものと思っております。

このたびは、４月、５月、６月、この期間の中での取引ということはございませんけ

れども、海外の方々との人的なつながり、そういったものは短期的に、あるいは中期的

にまた展開できていく場面が私はあると思っております。それは、公社と台湾の方との

事業者とのかかわりが今は線でありますけれども、県としても今海外への展開を進めて

いる現状があります。中部の町村会の方々もそういった動きもしておられますし、事業

者の方もそうであります。そういった動きが進んでいく中で、私はこのかかわりを持っ

た方々とのパイプやつながりは今後の展開の中で実っていくものにつながるというぐあ

いに思っておりますし、ここ現在の中での取引ということには至っておりませんけれど

も、つながりというものの財産を今後生かしていく、その視点は常に持ち続けていきた

いと考えております。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 町長の本当に丁寧な説明で、わかったようですけども私

はわかりませんわ。議員の皆さん、わかりますか。たくさん公務で６９日行かれて２５

０万使われて、今一つも売れてない。で町長は、継続するか停滞するかは年をとってみ
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んと、これから経過してみないとわからんと。こういうような答弁でしたけども、これ

町長、私も事業をしております。だけども自分の懐で、自分のお金で使ったことだった

ら、そのお金を、投資したお金を回収するために一生懸命努力しますよ。結局、つまり

あなた方の、ん、いや言うとまた議長にしかられるかもしれんですけども、自分のお金

でないお金、自分の懐が痛まないお金でそういう、逃げの答弁じゃないですか。これが

自分の会社、民間だったら、この２５０万を取り返すためにどうしたらいいかというこ

とを一生懸命になりますよ。

ところで、なら再開をするために町として、恵みの公社として努力をしていらっしゃ

るんですか、今現在。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 現状については、担当の方から述べさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 齋藤観光商工課参事。

○観光商工課参事（齋藤 淳君） 諸遊議員の御質問でありますが、現時点でですねそ

ういうような努力をしているかと言われますと、具体的な努力ということにはなってな

いと思っております。

ただ、先ほど町長の答弁にもありましたように、まず海外に向けた販路はできたとい

うことであります。そこにきちんと持っていける町内産品、そういったものを今鋭意努

力、町内産品を新商品を開発していくとか、既存商品を磨き上げるとか、そういった取

り組みを農商工連携事業等を絡めながら取り組んでおりますので、将来的にはそういう

つながりも出せるんではないかというふうに考えております。以上です。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 私はね、議会でこういうぐあいに取り上げるのもまたい

いことですけども、自分が言っていいことと言えば変ですけども、なぜ評議員会、理事

会からクエスチョンマークがつかないのか。恵みの里公社の評議員会、理事会がありま

すね。おかしいじゃない、何で努力せんのという声がないんですか、お答えください。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 理事会、評議員会の報告ということになりますので、この場で

お答えすることが適切かどうかなというぐあいに思いますけれども、事業を展開してお

られる一例ということだけを述べさせていただきますけども、長年の事業をやっておら

れるという話の中から、いろいろな取り組みをしていく中でやってみなければわからな

い、そういったお話、あるいはいい相手、あるいはそういった方との出会い、こういっ

た方々への取り組みはやっぱりお金がかかったりするけれども、やはりそれは取り組ん

でいくことの姿勢は大切であるというようなお声もいただいたりした委員さんもありま

す。１年間の結果を見る中で、２年の赤字の状況から２３年度黒字に努力をして役職員

努力をしてできたということについての評価は、高いものを皆さんが示していただきま

した。
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○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） これは理事長の町長なのか、専務理事の齋藤さんなのか、

ぜひとも理事会、評議会でこれ承認して出ておられますのでね、６回、６９日、２５０

万、理事会や評議員会が承認して出ておられますので、ぜひとも内部でもう一度精査し

てほしいと思っております。

そこで、町長、あなたは非常に前の専務理事を買っておられまして、実績が上がった

ということですけども、３月２５日の業界新聞に、「政経レポート」という業界新聞で

すけども、新会社設立紹介欄に、新設会社、ことしの２月の２日、株式会社ワールドラ

ビットという会社を設立しておられます。もちろん代表は前の専務の岡﨑博司さんでご

ざいます。まず、まだ２月２日というのは公社の専務理事をしておられました。この事

実は町長は御存じですか。

○議長（野口 俊明君） 諸遊議員に通告いたします。

ただいまの質問の中の、個人のプライバシーに関することがあるんじゃないかなと…

…。（「プライバシーじゃないですよ……」と呼ぶ者あり）

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長、言わせてください。プライバシーだかもしれんで

す。公の方ですし、６，６００万を町から出いているんですよ、恵みの里の公社に。私

は、これは町民として聞く必要がある。聞かなければならない。これをうやむやにした

ら、だれが知るんですか。

○議長（野口 俊明君） あなたの質問は、恵みの里公社はどこへということですが、ま

ず（１）公社設立から現在まで、設立目的に合う事業展開と実績を残してきたのかとい

うことであります。多額の税金を支出する首長としての評価はということであります。

そういたしますと、別会社の、その人が現在のあれならですけど、別会社のこれからの

ものに対してどうこうということは控えるべきでないでしょうか。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 議長、お言葉ですけれども、これから齋藤専務に聞こう

と思っておりますけども、岡崎さんが来られて大手のスーパーと取引が始まりました。

取引が始まって、岡崎さんが会社をつくられたことによって、その大手スーパーに出す

のは直接でなくして自分の会社を通してくださいという、要望なのか命令なのか、そう

いうことが恵みの里公社にはわかっていると思っております。私は、そこまで聞かんと

ね、議員として何のための議員なのかと思うわけですけども。（「休憩しないや」「み

なさん、どうですか」「問題ない、問題ない、業界新聞にのっていることだ」と呼ぶ者

あり）

○議長（野口 俊明君） 静かにしてください。まだ休憩動議が許可になってませんので、

成立していません。本会議の最中です。静かにお願いします。（「休憩」「休憩」と呼

ぶ者あり）

休憩します。

午後３時２２分休憩
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午後３時２４分再開

○議長（野口 俊明君） それじゃ再開いたします。

森田町長。

○町長（森田 増範君） 答えられる範囲内で担当課の方から答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。

前専務理事がみずからが代表取締役となる法人を設立されたことについての御質問で

ございますが、私どもで承知をしておりますところでは、諸遊議員が先ほど御指摘され

たとおりの会社が設立されていることは登記簿等で確認はいたしております。事実でご

ざいます。

ただ、公社の役員がその在職中にそういう法人を設立していけないのかいいのかとい

うことになりますと、公社の寄附行為等にそういったものの禁止条項等ございません。

職員であれば、就業規則の中で兼職をする場合は届け出なければならないといったよう

な条項がございますけれども、会社の設立行為のみで、これは御本人にも確認をいたし

ましたが、まさにその段階ではペーパーカンパニーで、取引実態は自分の在任中には一

切ないと。公の第三者にも確認をしているというふうに回答を受けたところでございま

す。以上です。（「済みません、１点落としておりました」と呼ぶ者あり）

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） もう１点でございました。大手スーパーとの取引の関

係でございますが、若干誤って伝わっているように伺いました。前専務理事を通さない

といけないとかということではなく、前専務理事がお起こしになりました新しい会社が

大手スーパーの催事、催しですね、催し部門を統轄する会社の下請のような、まあ代理

業務というんですか、をされるということで、この前専務理事の会社を通して大手スー

パーで催事を展開をすることも可能であるし、大山恵みの里公社が直接大手スーパーに

売り込んで催事をする、あるいは商品の供給については独自に交渉した上で売り場を確

保する、これはもちろん可能でございます。以上です。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） よくわかりました。私の情報のガセネタといいますでし

ょうか、私はそれを通さんといけんよと聞いたもんで聞いたところでして、通してもい

いし直接売ってもいいということですね。

で、前の問題に入ります。それで２月の２日、そういう会社をつくられましたけども、

法的には問題ない。けども町長、あなたの道義的にどうなんですか、理事長として、町

長として。任期中にそういう会社をつくられた。あなたの考えですわ。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） プライベートなことですので、そのことについての認識もして
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おりませんでした。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 私ね、町長、残念ですだがん。私は、あなたは彼を本当

に信用されて、業績もそこそこ上がってきているようです。ならばやっぱり腹を立てる

ぐらい言ってくださいな。本当に右腕として頼りにしとったもんがこんなことして、わ

しは実は腹が立っちょうだいやと言われた方がどんとか町民受けがしますわ。町民が受

けるというよりも、私もうれしいですわ。何だか全然気にせだった、おかしいですね。

あなたが気にしならなそれで仕方がないですけども。

なら次の質問を伺いますけども、２３年度の決算、今先ほど町長もおっしゃったよう

にようやく赤字から黒字に転換したようです。ところが、ところがと言うのは変ですけ

ど、去年、２３年度は６，６００万も町費が出てるんですよ。これは県からも２００何

万出ておるかな、その合計じゃないですかな。つまり６，６００万を出して、もうけが、

２３年度のもうけが、黒字が６００万ほどになった。専務、わかりますか、大山恵みの

里公社財務収支状況の概況というのを見ておりますけども。黒字転換が５９２万円ほど

ですね、約６００万。しかし、町が出いたお金が６，６００万。これはもちろん収益部

門と公益部門、半々でございますけども、それにしても手放しでああ、黒字が出たぞ黒

字が出たぞという状況ではないじゃないかと私は思っております。どうですか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の方から、補助金の関係あるいは委託料を含めたとこ

ろの金額のお話がございました。

私自身も、この額については多い金額であるというぐあいに認識をいたしております。

国の緊急雇用の事業、あるいは県の緊急雇用の制度、事業、そうしたものを活用しなが

らこの金額でありました。ただ、２２年度と比べると２３年度は委託料あるいは補助金

の額、これは減っているという状況であります。これは議会の方でもいろいろと御審議

をいただく中で、議員の皆さん方の御協議、御検討していただく中で、この２１年度の

補助の額あるいは２２年度の額、２３年度の額を協議し、議決していただいたところで

あります。そういった与えられた額の中で、精いっぱいの事業の取り組みをさせていた

だいたということであります。２２年度は２３年度よりも多い額の中ではありましたけ

ども、残念ながら赤字の状況でありました。２３年度において３年連続ということにな

らない、それがために職員もそうです、役員もそうですけれども、一生懸命になってこ

の黒字化に向けての取り組みを一生懸命やってきた成果であると思っております。２３

年度においての補助事業の額については、御指摘のとおりでございます。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 確かにおっしゃるとおりでございます。部門別のもうか

っているか損しているかというやつを見てみますと、道の駅の物販、道の駅の食堂、み

くりや市、流通部門、ネット通販、農産加工場、これ５つに分かれておりますけども、
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私、不思議に思います。例えば道の駅、売り上げが２１年度、２年前と２００万減って

るですけれども、売り上げが減ったけども収益が７００万ほどふえている。道の駅も、

売り上げが３００万ほど減ったけども３，０００万、２１年度は３，３００万、３００

万ほど減ったけども収益は６００万ほど上がってきた。みくりや市は、これも売り上げ

は下がったけども収益も下がっておりますな。これはどういう辺で、売り上げが下がっ

たら収益も下がるのが普通ですけども、売り上げはずっと下がっとるけども収益はぼん

と上がったところが、これは何でなのか御説明願いたい。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の質問に担当課の方から答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。

決算内容ということでございますので、前任の私の方で御説明させていただきたいと

いうふうに思います。

世の中には減収増益という言葉がございます。まさにそのとおりでございまして、い

わゆる経営努力を進めたがために、売り上げはふえなかったけれどもいわゆる経費が減

ったということであります。具体的には、道の駅で申し上げますと、管理といいますか

運営に要します人員をかなり絞り込んだ、いわゆる人件費の削減でございます。そして

食堂部門でございますが、これはさらに原材料費の占める割合、いわゆる粗利益率です

ね、これの見直しを図ったということでございます。で、みくりや市の場合は、手数料

１５％といったような定額商売でございますので、売り上げが減ればその分だけ同じ率

だけ利益も減ると、固定費は変わらないといったようなふうにお読みいただければと思

います。以上です。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） よくわかりました。

そうしますと、ちょっと違った観点で質問させていただきたいと思います。

大山町は、友好姉妹都市、アメリカのテメキュラ、韓国の襄陽郡と結んでおります。

その費用が大体、年によって違いますけれども４００万から５００万かかっております。

近年、韓国から来られる若い、偉い人も来なるですよ、郡司さんとかなんかは来られる

ですけども、そういう本来ならば若い人が交流しなければならないのに、中学生も行か

んやになったし、あちらからも来られんようになりましたというのが現実でございます。

そこで、私は、町長だないですけども点と線、線から面という言葉を使われますけど

も、せっかく恵みの里の道の駅ですね、あそこにやっぱり友好館コーナーみたいなもん

をつくられまして、せっかく韓国と交流があるですので、韓国というのはやっぱり朝鮮

漬け、そういうコーナーをつくられる、でこちらからも何か持っていかれる。そして、

あるいはつくられてそこでつくり方の講演をされる、講習をされる。そうするともっと

広がって、道の駅恵みの里がもっと発展するじゃないでしょうか。僕の前に、近藤さん
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が道が通ったら、高速が通ったら道の駅の利用者が少ないよということを心配されまし

たけれども、何か普通の道の駅ではない特色ある道の駅だったら、本場のものがありま

すよということだったらまた固定客もふえるじゃないかと思ったりしますけども、いか

がでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の方から、道の駅の今後の利活用という一つのまたテ

ーマの提案をいただいたのかなと思っておるところでありますけども、大山町、アメリ

カのテメキュラの方と、あるいは大韓民国、襄陽郡と交流を深めております。先般も夏

山開き祭に合わせて、襄陽郡の方から議長さん初め職員含めて７名ほど来られたりいた

しました。

それから、先日ですけれども、大山町の日韓親善交流協会主催によりましたところの

草の根交流が本当に長い、旧名和町の時代から続いておりまして、民団の方々を中心に

して、中の原スキーセンターの方でもそういった草の根交流をさせていただきました。

そういった方々の方からも、人の交流、物の交流の話も出たりした経過もあります。い

ただきました御提案、今後の道の駅の展開の中で参考にさせていただく御提案じゃない

のかなと思ったりしております。ただ、何がどのようにできるかということについては、

まだ全く協議、検討しておりません。白紙の状態でありますので、相手のあることでも

あります。できるところがあれば、そういったきっかけづくりもあればいいのかな。で

も置いてもやっぱり売れていく商材でなければならないと思いますので、そういったこ

との検討も必要かなと思いますけども、議会の議員の皆さんの方から、諸遊議員の方か

らそういった御提案、御示唆をいただきましたので、検討させていただく、参考にさせ

ていただく余地はあると思っておるところであります。

○議長（野口 俊明君） 諸遊壌司君。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 久しぶりに町長と意見が合いまして、よかったなと思っ

ておるところでございますけども、つまり、ちょっとこの要旨と違うですけども、お金

のむだ遣いはいけないということを私はいつも思っておりますだが。台湾に２５０万使

われたことも、この交流に４００万、５００万使われて、費用対効果を言うわけじゃな

いですけども、やっぱりトップが行かれて、あっちからトップが来られて、大山で一杯

酒飲んで、よかったな、それでは捨て銭なんですよ。やっぱり今、町長がおっしゃった

ように、そこから、人的交流から物品交流、経済交流までしてこそ、この恵みの里公社

の値打ちがあるじゃないかと思っております。

もう一度答弁してもらって、私の質問を終わりたいと思いますので、町長、よろしく

お願いします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 諸遊議員の方から、少し厳しい御発言があったかなと思って、

交流事業をしていく中で、成果を上げるための中での捨て銭というちょっとフレーズが
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ありましたので、ここは少し私の方から、そうじゃないですからということで、控えさ

せていただきたいと思いますけれども、やはりこのたびの襄陽郡の交流、あるいは議会

の方でも行っていただいたりしておる経過もありますし、来ていただいたりした経過も

あります。また、日韓親善交流協会の草の根交流、これも本当にこちらの地元の食材を

２日前、３日前ぐらいから準備をしながら、とりたての海の幸を出しながら、また、民

団の皆さんの方からふるさとの食材をつくって持ってきていただくと、そういった食を

通じての草の根交流であります。そういった交流がずっと続いておるところであります

ので、人の交流、あるいは物の交流と同時に、やはり心の交流であると思っております。

すぐ形に見える成果ということにはつながっていないかもしれませんけれども、やはり

長年培った肌と肌の触れ合い、心の触れ合い、心の交流、これは何よりもかえがたい財

産であると思っておりまして、そのこともですね非常に大切なものであると思っており

ます。性急に目に見える成果ということもあるかもしれませんけども、心の交流、触れ

合いの中で、形のものに次はつながっていくんじゃないのかなと思っておるところであ

りますので、この点について取り組みを進めておるということを話をさせていただきた

いと思います。今後も継続してまいりたいと思います。

○議員（11番 諸遊 壌司君） 以上。終わります。

○議長（野口 俊明君） これで諸遊壌司君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１５時５５分といたします。休

憩します。

午後３時４２分休憩

午後３時５５分再開

○議長（野口 俊明君） 再開します。

次、５番、野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） ５番、野口昌作君でございます。きょうは２問について

の質問をいたします。

最初に、家庭内電気設備の注意喚起と点検で安全な町をということで質問させていた

だきます。

使用電力１００ボルトの契約をして、これまで普通にその電気を使っておられた町内

の一般家庭で、４月のある日の夕刻、突然電気が暗くなったり明るくなったりというよ

うな状況が起きました。あげくが蛍光灯の方から煙が出たりというようなことでござい

まして、それから停電してしまったという状況でございます。これ、全くの実話でござ

いまして、本当にあったことでございます。その家の方も非常にまあびっくりされたよ

うでございまして、なぜ停電したかということで電気屋さんに見てもらったところが、

２００ボルトが流れたと、１００ボルトで契約している家庭にですね２００ボルトの電
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流が流れて、それで、冷蔵庫が古くなっていたようで、新しく冷蔵庫を買っておられた

そうですけど、それらも故障してしまいますし、冷蔵庫、それからブルーレイレコーダ

ー、それから電話、温水器、パソコン、照明器具などがですね壊れてしまったというよ

うな被害があっております。その人の話ではざっと１００万円ぐらいの被害だわいとい

うようなことも言っておられましたけど、それはどうかわかりませんが、そういうよう

な状況でございまして、これ聞いたときに、なぜ１００ボルトの契約なのに２００ボル

トが流入して電気器具を皆壊してしまったのか、これは中国電力の方が何かミスがある

でないかというようなことを思ったわけでございますが、現場の方には中国電力の方か

らも来られたということも言っておられました。それで、いろいろと調査してみますと、

単相３線式回路の中性線の欠相により２００ボルトが流れ、事故につながったとのこと

でありました。あわよくば、火災の危険もあったということでございます。

昨年だったと思いますが、田中地内で電気が原因で住宅全焼の火災があったりしてお

りまして、町民の電気に対する危険性の注意喚起と中国電気保安協会等との力を合わせ

て点検して、安全な町を構築していただきたいなというような考え方から、実際に私も

この話を聞いたときに、本当にそういうことがあるのかということを疑いましたが、本

当にあるようでございまして、そういうようなことで、調べてみますに、この間ごろ、

電気は安全に使いましょうということで、こういう冊子が中国電力株式会社と財団法人

中国電気保安協会の方から出ておりまして、家の方に配っておられましたが、その中に、

電気を安全に使いましょう、そして電気工事は素人がやらないようにしましょうと、そ

れからコンセントにほこりがたまって、そこから発火するとショートして発火するとい

うようなことをよく聞いたわけでございますし、たしかテレビでも、そういうことがあ

るので、タコ足配線とか古いコンセントは気をつけてくださいというようなことを言っ

たりするわけでございます。

そしてこの冊子の中に、経済産業省からの長期使用製品安全点検制度というものがで

きたということで書いてございます。これは、ガスの瞬間湯沸かし器とかガスふろがま

とか、それから石油給湯器、石油ふろがま、それから温風暖房機とか電気食器洗い機と

か浴室用電気乾燥機などにつきまして、販売した業者のメーカーといいますか、そちら

の方に登録をしておけば、そこの方から今度は点検の実施ということで通知が来て、点

検をするというようなことがここに書いてございます。

が、しかし、私がさっき言いました実際にあったことについての、今、私が言いまし

たのは中性線の欠相についての事故でございまして、そのことが、この間ごろ配ってき

てあります中国電力と保安協会から出したものにも私の言った事故のことは書いてござ

いません。そういうことで、電気屋さんの方にどういうものかということを聞いてみま

したところが、ちょこちょこありますよというようなことを聞いたりしまして、本当に

びっくりしたわけでございまして、それから保安協会の方にも尋ねてみましたら、保安

協会の方も、中国電力の方から依頼を受けて、そして全戸の漏電調査なりをやっている
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ということでございますが、各家庭で訪問したときにおられるかというと、なかなか家

庭も留守が多いということで、そのときは、来たので、今度はいつ来ればいいかという

ようなものを置いて帰るがということでございまして、なかなかそういう点検まではな

りませんし、そして今言いました中性線の欠相ということの事故については、そこまで

は保安協会も見ないというようなことでございましたが、やはりこれだけの重大事故が

実際にあったということを考えますと、ぜひ町の方で何らかの形で皆さん方に注意喚起、

さらにそういう点検を受けるような仕組みというものもぜひ構築していただきたいなと

いうことからの質問でございます。

次に、２点目のまちづくり委員に対する方針転換の理由はと……。

○議長（野口 俊明君） 構いませんけど、両方一遍にやられても。どうですか。

○議員（５番 野口 昌作君） 最初の家庭内電気設備のことで答弁をお願いいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 野口議員より、１つ目の家庭内電気設備の注意喚起と点検で安

全な町をということについて、御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

まず、単相３線式の回線の中性線の欠相によって２００ボルトの電流が流れ、事故に

つながったということでございますけれども、家庭用の２００ボルト機器、エアコンな

ど、クッキングヒーターなど、こういったものの増加に伴って、配線のつなぎ方によっ

て、１００ボルト、２００ボルトを同時に供給できる単相３線式という便利な配線方式

が増加しているために、平成２０年８月に国民生活センターから、古い単相３線式配線

の中性線欠相に注意ということが発表されております。単相３線式は、電圧線２本と中

性線１本、計３本の電線で構成されておりまして、電圧線と中性線の間が１００ボルト、

２本の電圧線の間が２００ボルトとなっているところであります。この回路において、

漏電遮断器端子のねじの緩みによるところの中性線の接触不良や中性線の断線、これが

発生をすると、１００ボルト用の機器に１００ボルト以上の電圧がかかって、機器を損

傷するということがあるようであります。

こうした事例に基づく相談件数でございますけれども、２００２年度以降、これは２

００８年２月末ということでございますけれども、少なくとも全国で５８件あったとい

うことでありまして、中には買いかえを含め、修理に４０万円を要した例もあるという

ことが報告されているところであります。

このような事故を防止するために、国民生活センターでは、１つ目に、電力会社が４

年ごとに行う定期調査で、分電盤等の屋内電気設備を点検をしてもらうということ、そ

して２つ目に、電気設備に異常が見られた場合、定期調査で不良を指摘された場合、速

やかに電気工事店に修理を依頼するということ、また、３つ目に、中性線欠相保護機能、

いわゆる中性線欠相を感知すると電気を自動的に遮断するものでありますが、これがつ

いていない漏電遮断器を使用している場合は保護機能つきの漏電遮断器に交換するなど

のアドバイスがなされているところであります。
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議員も中国電気保安協会の方に問い合わせをされたようでございますけれども、こち

らの方でも問い合わせをさせていただいたところ、中国電力からの委託を受けて、４年

に一度、各家庭を回り、定期調査を行っているということのようでありますが、不在の

場合や家の中に入っての調査を断られるケースがあるということのようであります。事

業者においても定期調査の広報など実施されているところでございますが、事業者の実

施される定期調査の活用や、電気設備に異常が見られるときにはすぐに電気工事店に点

検を依頼するなど、町民の皆さんに電気に対する危険性などについて、これから広報を

行っていきたいというぐあいに思うところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今の答弁の中で、事業者の実施される定期の調査の活用

ということを言っておられますが、これはそういうことで、保安協会等の活用をやって

いかなければいけないと思ったりしますが、電気設備に異常が見られたときにはすぐに

電気工事店に点検を依頼するなどということでございますが、電気設備に異常が見られ

るということで、ここで想定されていることはどういうことを想定されているのか。今、

私が言いました実際にあった話では、もうそれがすぐにそういう事故につながったと、

異常がすぐにつながったということでございまして、そういうような悠長なことが言っ

ておれない状況でないだろうかというぐあいに思ったりしますが、その点、どういうぐ

あいに考えられますか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の質問に担当課の方から答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋住民生活課長。

○総務課長兼住民生活課長（酒嶋 宏君） まず、事業者の調査ということですけれど

も、電気事業法第５７条というところで、電気事業者は４年に１回必ず調査を行うとい

うことになっておりまして、これは法律で決まっております。それを受けて中国電気保

安協会などは、この辺ですと中国電力から委託を受けてその検査を行うということにな

っております。国民生活センターが全国の事業者に調査をしておる中では、大体２回程

度、各家に調査に行くという連絡をしているそうですけれども、なかなか不在の場合や、

それからプライバシーということで、中に入ってまでの検査をされないというようなこ

ともあるそうです。法定で決まっておりますので、そういうことをきちんとしていただ

くような広報をしていきたいというふうに思います。

それから、電気が調子が悪くなって、すぐ機器も壊れたということですが、そういう

緊急の場合もありますけれども、自宅の電気がついたり消えたりする場合もありますの

で、そういう場合にはすぐ電器店さんに相談して修理をしていただくというような、ふ

だんからの、自分の財産ですので、点検をしていただくというのが一番大事かなという

ふうに思います。
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それから、大きな機器を、エアコンとかを入れられた場合にも、大きな電力が流れて

不安定になったりしますので、そういう機器を入れかえされたときにも電器店さんに相

談されて、ふだんから点検をしていただくというのが一番大事かなというふうに考えて

おります。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今、そういうように電気が点滅があったりとかというよ

うなことがあるでないかというような話でございますけれども、それもあるかと思いま

すが、私が思うのでは、この点検をやはり町民の方に、町が指導してでも何とか町の方

がリードしながら点検をしていただくというような方向に持ってきてもらいたいなとい

うぐあいに考えたりしておりまして、ただ広報で危険性があるからということだけでな

くして、町のリードで分電盤ちゅうですか、ブレーカーちゅうですか、あのあたりの点

検までやっていただきたいなというぐあいに思ったりするわけでございます。それで、

今、中間線がねじが緩んだりなんかというようなことがございましたが、この保安協会

の検査では、そこまで義務づけてするようになっておりますか。恐らく私はそこまでは

なっていないというぐあいに思ったりします。これについてはやっぱり自主的に、これ

も、分電盤もきちんと見てくれということを言わなければいけないでないかというぐあ

いに思ったりしますので、そういう点について、町長の方、どういうぐあいに考えてお

られるか、お尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の質問に答えさせていただきますが、まずはやはり自

分の財産は自分で守るという視点の中で、先ほどこのたびこの事故の案件を一般質問と

していただきました。町民の皆様にもこういった家庭内電気設備の中で火災、火事、発

生をしているということの認識をしていただくということにもつながったと思いますけ

ども、そういう点を踏まえて、先ほど来からありますように、プライベートという視点

の中での考えも町民の皆さんの中にはあろうと思っておりますので、やはりみずからの

財産はみずから守っていくという姿勢の中で、広報活動を強めていく、そうしたところ

をまず取り組みをさせていただきたいというぐあいに思っています。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今さっきの中で、中性の中間線が緩んだ場合、ねじが緩

んでの事故ということで、実際にそういう事故だったわけでございますけれども、それ

らについては家庭の方で、こういうことの方の点検もしてもらわなければいけないとい

うことを点検していただく方に言わなければやってくれないでないかというぐあいに思

ったりしますが、この点はどうかということと、それから、保安協会の方に聞いたとき

には、一家庭が、電話があって点検が来たら、１万円ぐらいはもらうんだということを

言っておりました。ははあ、これは高い金額を言っておられるなと思ったりしたですが、

１軒に特別に行くということになれば１万円でもやっぱりもらわなければいけないよう
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なことになるんかなというぐあいに思ったわけでございますけれども、やはりそれだけ

の費用がかかるということですから、町がリードして、まとめてそういうようなことも

お願いしながら点検を受けるというようなことはある程度考えていただいても、やっぱ

り町長が言っておられますところの安心、安定、安全な町をつくっていくためには、実

際にそれだけの重大な事故があったと、火災もあったり、電気火災というようなことが

あったりようするわけでございますけれども、これらについてもどういうような点から

電気が原因で火災になっているか、もう燃えてしまってわからんことになるわけですけ

れども、そういうようなことも考えてみれば、やっぱり町がリードしても悪くないでな

いか、それをやって、安全な町を構築していただきたいなというように思うわけでござ

いますが、その点について、町長、再度御答弁いただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当課より答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋住民生活課長。

○総務課長兼住民生活課長（酒嶋 宏君） 済みません。４年に一度の定期調査ですけ

れども、この調査は無料でやるということになっております。

それから、調査の内容ですけども、屋外の点検、それから分電盤の点検等もやります

ので、ブレーカー類の施設の状況、破損や加熱、接続の緩みなどもちゃんとやるという

ことになっておるということですので、４年に一度の点検を、これは無料ですので、必

ず受けていただくということをお願いしたいなと。町の方も広報していきたいというふ

うに思います。

個別の分につきましては、お金が要るようになると思いますけれども、そういう場合

は、先ほど言いましたように、機器の入れかえ等をされたときに、お金がかかるかもし

れないですけれども、安全のために点検をしていただくということをお願いしたいなと

いうふうに思います。

それから、中性線の欠相保護機能がついた漏電遮断機ですけれども、これもその使わ

れている電力によって違うと思いますが、交換で２万円弱ということですので、定期点

検にあわせて見ていただいて、ついていなければ交換していただくというようなことを

広報していきたいなというふうに思います。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 答弁の中で、今度の保安協会の４年の一度の点検をとい

うことでございますが、今度はいつあるような予定になっておりますか。御存じでした

ら答弁いただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋住民生活課長。

○総務課長兼住民生活課長（酒嶋 宏君） 調査については、場所によっていろいろじ

ゃないかと思います。最近、今在家のあたりはそういう広報があったというふうに聞き

ましたので、地区を区切りながら４年に一度やられるのではないかなと思います。保安
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協会の方に聞けばわかるとは思いますけれども、こちらの方ではちょっと把握しており

ません。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 今から保安協会の方の点検を待って、４年後というよう

なことでは、また本当にどういう重大事故が起きるかわかりません。保安協会の方とち

ょっと話ししたときは、やはりいろいろと中国電力の方とも相談しながらやっていただ

くと、ちょっと便宜を図るようなこともちょっと言われました。そういうことで、こう

いう事故につながったんだからということで、何かそういう便宜を図っていただきなが

ら、安全を考えていただいたらなというぐあいに思ったりしてございますが、その点ど

うでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の方から、この特に中国電気保安協会との情報の共有、

連携ということの御指摘ではないのかなと思っております。担当課の方からも答えさせ

ていただきましたけども、保安協会の方との情報共有、連携をとりながら、この４年に

一度の無料の定期点検、この広報を効果的に展開できたらというぐあいに思いますので、

よろしくお願い申し上げたいと思いますし、その取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） そうしますと、次に移ります。

まちづくり委員に対する方針転換の理由はということで質問させていただきます。

本町では、平成２２年に町の今後の人口減少、そして人口減少がもたらす地域の衰退

に少しでも歯どめをかけようとの理由から、各集落にまちづくり推進委員の選出をお願

いして、集落診断等を取り組んできております。昨年１２月で任期が切れ、新しく選任

された委員の名称は、まちづくり委員と名称変更になり、まちづくり推進委員からです

ね、まちづくり委員というぐあいに名称変更になっております。それから、町からの委

嘱状の交付もございません、ない、交付状もなくですね、集落代表の肩書しか持たない

委員となりました。この方針転換のですね理由はなぜかということをお尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 野口議員より、２つ目の御質問であります、まちづくり委員に

対する方針転換の理由はということについてであります。お答えをさせていただきます。

まず、議員御指摘のまちづくり委員さんに対する方針転換、これは行っておりません。

全く行っておりません。

最近の国勢調査などの統計を見ますと、議員御指摘のとおり、今後の大山町の人口減

少や高齢化に対する備えを講じることが急務となっておりまして、旧小学校区単位で地

区内の集落が力を合わせて地区全体の活性化に取り組むまちづくり地区会議、これの活

性化は重要な課題の一つであります。
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このまちづくり地区会議につきましては、平成２１年より各集落からまちづくり推進

員さんを選出していただいて、地区全体のまちづくりに関する話し合いを行ってきてい

ただいたところであります。まちづくり推進員さんにつきましては、昨年末で任期が終

了いたしましたが、まちづくり地区会議のさらなる充実を図るために、まちづくり委員

という名称とさせていただいて、できるだけ継続した方を各集落から御選出していただ

き、第２期のまちづくり地区会議、これがスタートいたしたところであります。

まちづくり委員さんの就任に際してましては、いわゆる委嘱状のようなものは交付い

たしておりませんけれども、まちづくり委員設置要綱を定め、まちづくり委員さんの委

員の役割、まちづくり地区会議などを明確に位置づけているところでございまして、ま

た、開催をされましたまちづくり地区会議の最初の会合では、このまちづくり委員設置

要綱の趣旨を各委員さんに御説明申し上げたところでもあります。

したがいまして、冒頭申し上げましたように、まちづくり委員さんに対する方針が転

換されたという認識はございません。

また、いわゆる委嘱状につきましては、まちづくり委員設置要綱では、交付に関する

規定を特に設けているわけではございません。

いずれにいたしましても、今後、本格化する人口減少、高齢化に備えるため、まちづ

くり地区会議の活性化は急務でございまして、全力でその活動の支援に取り組んでまい

りたいと考えております。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） ただいまですね、まちづくり委員設置要綱というものが

設置されたと、定めているということでございましたが、これはいつ、何年何月何日を

もって公布されている状況ですか。お尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の質問に担当の方から答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 赤井未来づくり戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） 平成２４年、ことしの１月１

日から施行ということにしております。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） でしたら２４年１月１日ということになりますと、今の

委員さんが２４年１月１日からの任期でございますから、その設置要綱によって、結局、

町の要綱の中で、集落の委員の仕事を定めているということになるわけでございますね、

結局。集落の委員さんに仕事を依頼することを定めているということの要綱なわけでご

ざいますね。そういうことですか。ちょっとお尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 委員さんでございますけれども、まちづくり委員設置要綱の第
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２条の中に、委員は集落から推薦された者をもって充てるものとするということでうた

ってございます。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） 集落から選任された者を充てるということでございます

から、それは、町はその人に何らかかわっていくというですか、束縛する、依頼する、

委嘱するというような行為はなら、なくても、その要綱に沿った仕事ができるという解

釈になるわけですか。お尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当課の方から答えさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 赤井未来づくり戦略室長。

○企画情報課参事兼未来づくり戦略室長（赤井 久宣君） 今回のまちづくり委員さんの

選出に当たりましては、基本的には各集落の区長さんに引き続き前任の方を御選出いた

だくということをお願いしております。それと加えまして、地区会議で必要とされた方

を集落選出の方以外の方もメンバーに加えられるというふうに規定をしているところで

ございます。委嘱状のような話ですけれども、したがいまして、委嘱状があって初めて

何か委員さんが活動ができるというふうな性質というふうには特に考えておりません。

要綱にも特に委嘱状という規定は設けていないところでございます。

○議長（野口 俊明君） 野口昌作君。

○議員（５番 野口 昌作君） そうするというと、新委員の方には委嘱状を出さないと

いうことで、まちづくりを推進していくということでございますから、ならそれで、集

落に軸足を置いたまちづくりを進めていっていただきたいなというぐあいに思うわけで

ございまして、委嘱状もなくしてそういうことを進めていくという考え方を町長もお持

ちだと思いますが、その点について、町長としての見解、最後にどういうような気持ち

で推進をやっていただくかということを一言お伺いしたいです。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 野口議員の方からのまちづくり委員に対するこの取り組みの姿

勢ということの御質問かなというぐあいに思っております。

特に平成２１年度、委嘱状を交付させていただいた経過がありますので、そのことを

思われる中で、このたびの委嘱状がないのかということの思いなのじゃないのかなと思

っております。特に平成２１年度につきましては、この委嘱状の交付につきましては、

まちづくり推進員さんとして御選任をいただいてから、長い期間、活動していくまでに

実は時間を要してしまった経過がございます。私の反省をするところでございますけれ

ども、そうした経過を踏まえ、推進員さんの活動を改めて認識をしていただいて、また、

その思いを高めていただきたいなという思いの中で、２１年度に委嘱状の交付を、この

要綱の中にはございませんでしたけれども、させていただいた経過があります。

このたびのまちづくり委員の皆さんにおかれましては、できれば同じメンバーの方に
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継続していただいて、就任していただいて、まちづくり委員さんとして、これまで話し

合っていただいたことを今度は形として、行動として展開していくまちづくり地区会議、

そうした方向性の中で活動をしていただきたいなという思いでございまして、改めてそ

の活動につきましては、地域のまちづくりの取り組みをまちづくり委員さんにお願いを

しながら、話し合いをしながら、一つ一つ具現化していただくということで、非常に重

要な役割を担っていただいておるところであります。その思いをおつなぎをさせていた

だいて、改めてこの委嘱状の交付ということについては考えてはおりませんけれども、

またまちづくり地区会議の中で、こういった声が本当にたくさん委員の皆さんの方から

出てくるということでありますれば、そこは検討しなければならないことかなと思って

おりますけれども、そういった思いを御理解いただいて、まちづくり委員さんとしての

お力を発揮していただき、地域の課題や取り組みを精力的に展開していただきたいなと、

私たちも一緒に汗をかかせていただきながら、まちづくりを進めていきたいなと思うと

ころであります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議員（５番 野口 昌作君） 以上で質問を終わります。

○議長（野口 俊明君） これで野口昌作君の一般質問は終わりました。

ここで、傍聴者の皆さん、議員及び管理職の皆さんにお知らせいたします。

現在、４時３５分ですが、次の１０番、岩井美保子議員の一般質問は、一般質問の通

告時間は６０分であり、５時を過ぎますので、本日の一般質問は以上で終了し、残りま

した４人の議員の一般質問は、あす６月１９日に引き続き行いたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

⋞ ⋞

○議長（野口 俊明君） 本日はこれで散会いたします。御苦労さんでした。

午後４時３６分散会
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